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は
じ
め
に

上
博
楚
簡

『
姑
成
家
父
』

本
稿
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
五
）
』
（
馬
承
源
主

編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
五
年
十
二
月
）
に
収
録
さ
れ
て

い
る
『
姑
成
家
父
』
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
読
解
を
試
み
た
も
の

で
あ
る
。

ま
ず
、
『
姑
成
家
父
』
の
原
釈
文
担
当
者
で
あ
る
李
朝
遠
氏
の
「
説

明
」
に
基
づ
い
て
、
『
姑
成
家
父
』
の
書
誌
情
報
及
び
概
要
を
確
認

し
て
み
よ
う
。

『
姑
成
家
父
』
は
全
十
簡
、
完
簡
は
六
簡
、
残
簡
は
四
簡
。
残

簡
は
、
竹
簡
の
上
端
わ
ず
か
一
字
分
が
残
欠
し
た
基
本
的
に
は
完

簡
と
見
な
せ
る
も
の
が
一
簡
（
第
五
簡
）
、
竹
簡
の
上
部
約
四
字
分

が
残
欠
し
た
も
の
が
一
簡
（
第
三
簡
）
、
竹
簡
の
下
段
の
み
を
残
す

も
の
が
一
簡
（
第
二
簡
）
、
竹
簡
の
上
段
の
み
を
残
す
も
の
が
一
簡

（
第
八
簡
）
。
簡
長
は
約
四
十
四

cm
。
編
餞
は
三
道
。
契
口
は
右
契

訳
注

全
篇
の
文
字
数
は
、
四
百
六
十
六
字
（
重
文
八
、
合
文
二
、
合

文
的
重
文
（
合
文
符
号
か
つ
重
文
符
号
）
一
）
。
本
篇
に
は
、
元
々

篇
題
が
な
く
、
「
姑
成
家
父
」
と
は
本
文
の
冒
頭
四
字
を
取
っ
た
仮

称
で
あ
る
。
第
十
簡
に
は
墨
鉤
＋
留
白
が
あ
り
、
篇
末
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

李
朝
遠
氏
の
「
説
明
」
に
よ
る
と
、
「
本
篇
は
、
春
秋
中
期
の
晋

国
の
三
郁
（
郁
綺
・
部
聾
•
郁
至
）
と
関
係
が
あ
る
。
そ
の
内
容

は
、
『
左
伝
』
・
『
国
語
』
な
ど
の
文
献
に
近
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、

異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
の
基
本
的
立
場
は
、
三
郁
に
同
情
し
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【
凡
例
】

•
〈
〉
内
の
算
用
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
。

本
章
で
は
、
『
姑
成
家
父
』
全
体
の
釈
読
を
行
う
。
以
下
、
凡
例
、

釈
文
、
訓
読
、
和
釈
、
語
注
の
順
に
掲
げ
る
。

一
、
釈
読

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

本
篇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
竹
簡
の
再
排
列
案
が
提
示
さ
れ
て

お
り
、
中
で
も
沈
培
氏
の
再
排
列
案
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
、

多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
（
沈
培
「
上
博
簡
《
姑
成

家
父
》
一
個
編
聯
組
位
置
的
調
整
」
、
簡
吊
網
、
二

0
0
六
年
二
月

二
十
二
日
）
。
ま
た
、
劉
洪
濤
氏
は
、
沈
培
氏
の
再
排
列
案
に
従
っ

て
、
原
釈
文
と
異
説
と
を
ま
と
め
た
釈
読
を
提
示
し
て
い
る
（
劉

洪
濤
「
上
博
竹
書
《
姑
成
家
父
》
重
読
」
、
簡
吊
網
、
二

0
0
七
年

三
月
二
十
七
日
）
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
沈
培
氏
の
再
排
列
案
に
従
っ
て
釈
読
を
掲
げ

る
。
次
に
、
原
釈
文
の
排
列
案
と
沈
培
氏
の
再
排
列
案
と
を
今
一

度
検
討
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
読
解
の
際
に
重
要
な
位
置
を
占

め
る
「
百
豫
」
の
意
味
、
並
び
に
第
三
簡
の
欠
損
部
分
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
た
い
。

•
「
釈
文
」
は
、
原
釈
文
と
異
説
と
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
最
終

的
に
確
定
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
、
「
釈
文
」
中
の

(
A
)
（
B
)
は
、
第
二
章
で
検
討
を
加
え
て
い
る
箇
所
を
示
す
。

•
「
和
釈
」
中
の
（
）
は
、
そ
の
直
前
の
語
句
や
内
容
に
関
す
る

補
足
説
明
等
を
行
っ
た
も
の
、
〔
〕
は
、
筆
者
が
文
意
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
語
句
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

•
「
注
釈
」
で
は
、
筆
者
が
重
要
と
判
断
し
た
も
の
の
み
を
掲
載
し

て
い
る
。
ま
た
、
諸
氏
の
説
を
注
記
す
る
場
合
、
そ
の
氏
名
の

み
を
掲
げ
る
。
論
文
・
札
記
の
題
目
•
掲
載
年
月
日
等
に
つ
い

て
は
、
本
稿
末
尾
の
「
参
考
文
献
」
に
列
記
し
て
い
る
。

.＿□
999999ー
い
は
、
竹
簡
の
欠
損
部
分
を
筆
者
が
補
っ
た
箇
所
で
あ
る
。

•
「
9

は
墨
釘
、
「
人
」
は
墨
鉤
を
示
す
。

【
釈
文
】

〈

1
〉

苦
成
家
父
事
属
公
、
為
士
。
憲
行
正
迅
強
、
以
見
悪
於
腐
公
。

腐
公
無
道
、
虐
於
百
豫
。
百
豫
反
之
。
苦
成
家
父
以
其
族
三
郁

正
百
豫
、
不
使
反
。
射
挙
士
処
官
、
旦
夕
治
之
、
使
有
南
し
匡
貶
1

節
(
A
)
。
一
三
郁
中
立
、
以
正
上
下
之
過
、
強
於
公
家
。

槃
書
欲
作
難
、
害
三
郁
。
謂
苦
成
家
父
日
、
「
為
此
世
也
従
事
、

〈

7
〉

何
以
如
是
其
疾
与
哉
。
於
言
有
之
、
頗
頷
以
至
於
今
哉
、
無
道
政

也
。
伐
是
括
適
。
吾
子
図
之
。
」
苦
成
家
父
日
、
「
吾
敢
欲
頗
頷
以

事
世
哉
。
吾
直
立
径
行
、
遠
慮
図
後
。
雖
不
当
世
、
荀
義
、
母
久
、

(122) 



〈

8
〉

立
死
、
何
傷
哉
。
」
槃
書
乃
退
、
言
於
腐
公
日
、
「
三
郁
家
厚
、
取

主
君
之
衆
、
以
不
聴
命
。
将
大
害
。
」
公
憚
、
乃
命
長
魚
矯
…
…

部
綺
聞
之
、
告
苦
成
家
父
日
、
「
以
吾
族
三
郁
与
＿
酒
豫
，
返
於
君
゜

幸
則
晋
邦
之
社
稜
可
得
而
事
也
。
不
幸
則
取
免
而
出
。
諸
侯
畜
我
、

誰
不
以
厚
。
」
苦
成
家
父
日
、
「
不
可
。
君
貴
我
、
而
授
我
衆
、
以

(
4〉

我
為
能
治
。
今
吾
無
能
治
也
、
而
因
以
害
君
、
不
義
。
刑
莫
大
焉
。

雖
得
免
而
出
、
以
不
能
事
君
、
天
下
為
君
者
、
誰
欲
畜
汝
者
哉
。

〈

5
〉

初
、
吾
強
立
治
衆
、
欲
以
長
建
主
君
而
禦
難
。
今
主
君
不
厭
於
吾
、

故
而
反
悪
之
。
吾
母
有
乞
、
正
公
事
、
雖
死
焉
逃
之
。
吾
聞
、
為

臣
者
、
必
使
君
得
志
於
己
、
而
有
後
請
。
」
苦
成
家
父
乃
寧
百
豫
、

＿
不
使
従
己

i

位
於
廷

(
B
)
。一

長
魚
矯
帯
自
公
所
、
拘
人
於
百
豫
以
入
、
囚
之
。
苦
成
家
父
捕

長
魚
矯
、
桔
諸
廷
、
与
其
妻
、
与
其
母
。
公
恨
、
無
告
、
告
庫
門

〈

1
0〉

大
夫
日
、
「
汝
出
内
庫
之
囚
、
免
而
予
之
兵
。
」
庫
門
大
夫
率
以
釈

長
魚
矯
、
賊
三
郁
。
郁
綺
•
郁
至
•
苦
成
家
父
立
死
、
不
用
其
衆
゜

二
郁
既
亡
、
公
家
乃
弱
、
簗
書
試
腐
公
。
人

【
訓
読
】

苦
成
家
父
腐
公
に
事
え
、
士
為
り
。
憲
行
し
て
迅
強
を
正
し
、

に
く

以
て
腐
公
に
悪
ま
る
。

腐
公
無
道
に
し
て
、
百
豫
を
虐
ぐ
。
百
豫
之
に
反
か
ん
と
す
。

み
ず
か

苦
成
家
父
其
の
族
三
部
を
以
て
百
豫
を
正
し
、
反
か
し
め
ず
。
射

ら
士
を
挙
げ
官
に
処
き
、
旦
夕
之
を
治
め
、
君
臣
の
節
有
ら
し
む
。

っ
と

三
郁
中
立
し
て
、
以
て
上
下
の
過
を
正
し
、
公
家
に
強
む
。

ら

ん

し

ょ

お

こ

う

れ

槃
書
難
を
作
さ
ん
と
欲
し
、
三
部
を
害
う
。
苦
成
家
父
に
謂

い
て
日
く
、
「
此
の
世
の
為
に
事
に
従
い
、
何
を
以
て
是
く
の
如
く

つ
と

其
れ
疾
む
る
か
。
言
に
於
て
之
れ
有
り
、
頗
頷
に
し
て
以
て
今
に

や
ぶ

至
る
か
な
と
は
、
無
道
の
政
な
れ
ば
な
り
。
伐
れ
ば
是
れ
括
適
た

り
。
吾
子
之
を
図
れ
。
」
と
。
苦
成
家
父
日
く
、
「
吾
敢
え
て
頗

頷
に
し
て
以
て
世
に
事
え
ん
と
欲
す
る
か
な
。
吾
直
立
径
行
し
て
、

遠
く
慮
り
後
を
図
る
。
世
に
当
た
ら
ざ
る
と
雖
も
、
荀
も
義
な
ら

た

だ

い

た

ば
、
久
し
く
す
る
母
く
、
立
ち
に
死
す
る
も
、
何
ぞ
傷
ま
ん
や
。
」

と
。
簗
書
乃
ち
退
き
て
、
腐
公
に
言
い
て
日
く
、
「
三
部
の
家
は

厚
く
、
主
君
の
衆
を
取
り
て
、
以
て
命
を
聴
か
ず
。
将
に
大
い
に
害

な
わ
ん
と
す
。
」
と
。
公
憚
れ
て
、
乃
ち
長
魚
矯
に
命
じ
て
…
…

郁
綺
之
を
聞
き
て
、
苦
成
家
父
に
告
げ
て
日
く
、
「
吾
が
族
三

部
と
国
瀾
と
を
以
て
君
に
戚
~
-
:
5
;
0

幸
な
れ
ば
則
ち
晋
邦
の
社
稜

も
て
得
て
事
う
べ
き
な
り
。
不
幸
な
れ
ば
則
ち
免
れ
て
出
づ
る
を

取
ら
ん
。
諸
侯
我
を
畜
れ
て
、
誰
か
以
て
厚
く
せ
ざ
ら
ん
。
」
と
。

苦
成
家
父
日
く
、
「
不
可
な
り
。
君
我
を
貴
び
て
、
我
が
衆
を
授

け
、
我
を
以
て
能
く
治
む
る
と
為
す
。
今
吾
能
く
治
む
る
こ
と

無
く
し
て
、
因
り
て
以
て
君
を
害
す
る
は
、
不
義
な
り
。
刑
焉
れ

よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
免
れ
て
出
づ
る
を
得
と
雖
も
、
君
に
事
う

る
能
わ
ざ
る
を
以
て
、
天
下
の
君
為
る
者
、
誰
か
汝
を
畜
れ
ん
と

(123) 



腐
公
を
試
す
。

欲
す
る
者
あ
ら
ん
か
。
初
め
、
吾
強
立
し
て
衆
を
治
め
、
以
て
長

あ
き
た

く
主
君
を
建
て
て
難
を
禦
が
ん
と
欲
す
。
今
主
君
吾
に
厭
ら
ず
、

こ

と

さ

ら

ほ

か

故
に
反
っ
て
之
れ
を
悪
む
。
吾
宕
有
る
母
く
、
公
事
を
正
し
、

死
す
と
雖
も
焉
ん
ぞ
之
よ
り
逃
れ
ん
や
。
吾
聞
く
、
臣
為
る
者
は
、

必
ず
君
を
し
て
志
を
己
れ
に
得
し
め
て
、
後
に
請
う
こ
と
有
り
。
」

や

す

の

ぞ

と
。
苦
成
家
父
乃
ち
百
豫
を
寧
ん
じ
、
己
れ
に
従
い
廷
に
i

位
ま
し

め
ず
。

ゅ

長
魚
矯
公
所
よ
り
帯
き
、
人
を
百
豫
に
拘
え
て
以
て
入
り
、
之

を
囚
う
。
苦
成
家
父
長
魚
矯
を
捕
ら
え
、
諸
を
廷
に
桔
し
、
其
の

し
カ

妻
と
与
に
し
、
其
の
母
と
与
に
す
。
公
恨
る
も
、
告
ぐ
る
無
け

れ
ば
、
庫
門
大
夫
に
告
げ
て
日
く
、
「
汝
内
庫
の
囚
を
出
し
、
免

あ
た

じ
て
之
に
兵
を
予
え
よ
。
」
と
。
庫
門
大
夫
率
い
て
以
て
長
魚
矯

そ
こ
な

を
釈
し
、
三
部
を
賊
う
。
郁
綺
•
郁
至
•
苦
成
家
父
立
ち
に
死
す

る
も
、
其
の
衆
を
用
い
ず
。

三
郁
既
に
亡
び
、
公
家
乃
ち
弱
り
、

【
和
釈
】

苦
成
家
父
（
郁
幣
）
は
腐
公
に
仕
え
、
卿
士
で
あ
っ
た
。
法
令

を
厳
し
く
適
用
し
て
権
勢
の
あ
る
者
を
取
り
締
ま
り
、
〔
そ
の
た
め

に
〕
腐
公
に
憎
ま
れ
た
。

廣
公
は
正
道
を
逸
脱
し
、
百
豫
（
夷
秋
集
団
）
を
虐
げ
た
。
百

豫
は
こ
れ
（
腐
公
）
に
反
逆
し
よ
う
と
し
た
。
〔
そ
こ
で
〕
苦
成
家

父
は
そ
の
一
族
で
あ
る
三
郁
（
郁
綺
・
部
塑
・
郁
至
）
を
率
い
て

百
豫
を
正
し
、
反
逆
さ
せ
な
か
っ
た
。
自
ら
賢
士
を
推
挙
し
て
官

職
に
任
用
し
、
一
日
中
〔
起
居
を
共
に
し
て
〕
こ
れ
（
百
豫
）
を

治
め
、
君
臣
の
節
度
を
守
ら
せ
た
。
三
部
は
中
立
な
立
場
で
、
上

下
の
過
失
を
正
し
、
公
家
〔
の
た
め
〕
に
尽
力
し
た
。

簗
書
が
反
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
て
、
〔
目
障
り
な
〕
三
郁
〔
の
存

在
〕
を
憂
え
て
い
た
。
〔
そ
こ
で
棄
書
は
〕
苦
成
家
父
に
言
っ
た
、

「
〔
腐
公
の
〕
治
世
の
た
め
に
従
事
し
て
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に

〔
公
家
の
た
め
に
〕
努
力
す
る
の
か
。
言
い
伝
え
に
あ
る
、
志
を

得
な
い
で
（
不
遇
な
ま
ま
で
）
今
に
至
る
と
は
、
無
道
の
政
治
が

行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
贋
公
を
〕
伐
て
ば
心
安
ら
か
で
い

ら
れ
よ
う
。
あ
な
た
は
こ
れ
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
」
と
。
苦
成
家

父
は
言
っ
た
、
「
私
は
敢
え
て
志
を
得
な
い
で
世
に
事
え
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
私
は
品
性
が
正
直
で
行
為
が
端
正
で
あ
る

よ
う
に
し
て
、
遠
く
〔
将
来
を
〕
慮
っ
て
後
〔
の
こ
と
〕
を
図
っ

て
い
る
。
世
に
志
を
得
な
い
と
い
っ
て
も
（
不
遇
で
あ
っ
て
も
）
、

本
当
に
義
で
あ
る
な
ら
、
長
ら
え
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
死
ん
だ

と
し
て
も
、
ど
う
し
て
悲
し
も
う
か
。
」
と
。

簗
書
は
退
い
て
、
腐
公
に
言
っ
た
、
「
三
郁
の
家
は
〔
勢
力
が
〕

厚
く
、
主
君
の
衆
（
百
豫
集
団
）
を
取
っ
て
〔
あ
な
た
の
〕
命
令

を
聞
き
ま
せ
ん
。
き
っ
と
大
い
に
〔
あ
な
た
を
〕
害
す
る
こ
と
で

し
ょ
う
」
と
。
〔
腐
〕
公
は
憚
れ
て
、
長
魚
嬌
に
命
じ
て
…
…
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郁
綺
は
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
苦
成
家
父
に
告
げ
て
言
っ
た
、

「
私
の
一
族
の
三
郁
と
国
濶
と
で
君
に
炭
迦
心
ぼ
心
心
ぶ
~
。
幸
い

に
う
ま
く
い
け
ば
晋
国
に
〔
今
ま
で
通
り
〕
仕
え
る
こ
と
が
で
き

ま
し
ょ
う
。
不
幸
に
も
う
ま
く
い
か
な
け
れ
ば
〔
属
公
の
手
を
〕

免
れ
て
出
奔
す
る
〔
手
段
を
〕
選
び
ま
し
ょ
う
。
諸
侯
は
私
を
受

け
入
れ
、
手
厚
く
保
護
し
て
く
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。

苦
成
家
父
は
言
っ
た
、
「
〔
そ
れ
は
〕
で
き
な
い
。
主
君
は
私
を
貴

ん
で
、
〔
百
豫
の
〕
衆
を
授
け
て
下
さ
り
、
私
は
そ
こ
で
〔
衆
を
〕

治
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
な
さ
れ
た
。
今
私
が
〔
衆
を
〕
治
め

る
こ
と
が
で
き
ず
、
主
君
を
害
す
る
の
は
、
不
義
で
あ
る
。
刑
罰

で
こ
れ
よ
り
大
き
な
も
の
は
な
い
。
〔
仮
に
刑
罰
を
〕
免
れ
て
出
奔

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
主
君
（
腐
公
）
に
仕
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
天
下
の
君
た
る
者
は
、
誰
が
あ
な

た
を
受
け
入
れ
よ
う
。
初
め
、
私
は
強
い
信
念
で
独
立
し
て
〔
惑

わ
な
い
で
〕
衆
（
百
豫
集
団
）
を
治
め
、
長
く
主
君
を
立
て
て
災

難
を
防
ご
う
と
し
て
き
た
。
今
や
主
君
は
私
〔
の
働
き
〕
に
満
足

せ
ず
、
と
り
わ
け
か
え
っ
て
私
を
憎
ん
で
い
る
。
私
は
他
に
〔
望

む
こ
と
が
〕
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
公
事
を
正
し
て
、
直
ち
に
死

ん
だ
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
こ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
よ
う
か
。

私
は
聞
い
て
い
る
、
臣
下
た
る
者
は
、
必
ず
君
主
に
志
を
得
さ
せ

て
、
〔
そ
う
し
て
君
主
か
ら
の
信
頼
を
得
た
〕
後
に
〔
君
主
に
〕
請

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
。
」
と
。
そ
こ
で
苦
成
家
父
は
百
豫
を
落
ち
着

か
せ
、
〔
ま
た
百
豫
集
団
を
〕
自
分
に
従
わ
せ
て
朝
廷
に
臨
ま
せ
る

こ
と
は
し
な
か
っ
た
。

長
魚
矯
は
公
所
（
官
府
）
か
ら
出
発
し
て
、
百
豫
の
人
々
を
捕

ら
え
て
〔
公
所
に
帰
っ
て
〕
入
っ
て
、
こ
れ
（
百
豫
の
人
々
）
を

監
禁
し
た
。
苦
成
家
父
は
長
魚
矯
を
捕
ら
え
て
、
朝
廷
に
手
枷
を

付
け
て
〔
監
禁
し
〕
、
そ
の
妻
と
そ
の
母
と
一
緒
に
〔
監
禁
〕
し
た
。

腐
公
は
怒
っ
た
が
、
直
接
命
令
す
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
庫

門
大
夫
に
告
げ
て
言
っ
た
、
「
お
前
は
内
庫
の
囚
人
を
釈
放
し
、
赦

免
し
て
彼
ら
（
内
庫
の
囚
人
）
に
武
器
を
与
え
よ
。
」
と
。
庫
門
大

夫
は
〔
囚
人
を
〕
率
い
て
長
魚
矯
を
釈
放
し
、
三
部
を
殺
害
し
た
。

郁
綺
•
郁
至
•
苦
成
家
父
は
す
ぐ
に
死
ん
だ
が
、
そ
の
衆
（
百
豫

集
団
）
を
用
い
〔
て
反
抗
す
る
こ
と
は
し
〕
な
か
っ
た
。

三
部
が
滅
び
た
後
、
公
家
は
や
が
て
衰
え
、
簗
書
は
腐
公
を
殺

た。

【
語
注
】

(
1
)

苦
成
家
父

晋
国
の
三
郁
の
一
人
、
郁
聾
。
『
左
伝
』
成
公
十
七
年
・
『
国
語
』

魯
語
上
の
「
苦
成
叔
」
と
簡
文
の
「
姑
成
家
父
」
と
は
、
同
じ
く

郁
幣
を
指
す
（
「
矯
以
文
殺
駒
伯
・
苦
成
叔
於
其
位
。
」
（
『
左
伝
』

成
公
十
七
年
伝
）
、
「
駒
伯
、
郁
綺
。
苦
成
叔
、
郁
雙
。
」
（
杜
預
注
）
、

「
子
叔
声
伯
如
晋
、
謝
季
文
子
。
郁
雖
欲
予
之
邑
、
弗
受
也
。
帰
、
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飽
国
謂
之
日
、
子
何
辞
苦
成
叔
之
邑
。
」
（
『
国
語
』
魯
語
上
）
）
。

原
釈
文
で
は
、
「
家
」
は
兄
弟
の
長
幼
の
順
序
、
「
父
」
は
尊
称

（
「
甫
」
に
同
じ
）
と
す
る
（
三
部
中
の
部
綺
•
郁
至
は
郁
克
の
子

供
で
、
郁
幣
は
郁
克
の
族
の
弟
で
あ
る
か
ら
、
一
族
内
の
長
幼
の

順
序
は
比
較
的
高
い
た
め
）
。
一
方
、
陳
偉
氏
・
劉
洪
濤
氏
は
、
「
家
」

は
郁
雙
の
字
で
あ
る
と
す
る
。

(
2
)

腐
公

晋
の
腐
公
。
在
位
、
前
五
八

0
年

S
前
五
七
三
年
。
部
陵
の
戦

で
、
楚
軍
を
大
敗
さ
せ
、
諸
侯
を
恐
れ
震
え
上
が
ら
せ
た
。
後
に

騒
奢
淫
逸
し
、
嬰
臣
を
近
づ
け
、
良
朋
を
遠
ざ
け
、
三
部
（
郁
綺
．

じ
ゅ
ん
え
ん

部
魃
•
郁
至
）
を
殺
し
た
。
結
局
は
、
簗
書
・
荀
慨
に
殺
さ
れ
た
。

(
3
)
為
士

陳
偉
氏
は
、
「
士
」
と
は
「
卿
士
」
を
指
す
と
す
る
（
「
奉
障
峨

峨
、
慇
士
仮
宜
。
」
（
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
械
朴
）
、
「
士
、

卿
士
也
。
」
（
鄭
玄
箋
）
、
「
士
者
、
男
子
之
大
号
。
以
奉
障
亜
課
是

宗
伯
之
卿
、
故
言
卿
士
也
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。
劉
洪
濤
氏
も
こ
れ

に
従
っ
て
、
「
士
」
を
卿
大
夫
の
通
称
と
す
る
（
「
人
有
士
君
子
之

行
焉
。
」
（
『
詩
経
』
大
雅
•
生
民
之
什
．
既
酔
序
）
、
「
士
者
、
事

也
。
…
…
公
卿
以
下
総
称
之
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。
ま
た
、
劉
洪
濤

氏
は
、
下
文
の
「
挙
士
」
の
「
士
」
と
は
、
「
賢
士
」
の
意
味
で
あ

り
（
「
好
士
者
強
、
不
好
士
者
弱
。
」
（
『
荀
子
』
議
兵
）
、
「
士
、
賢

士
也
。
」
（
楊
椋
注
）
）
、
こ
こ
で
の
「
士
」
と
は
異
な
る
と
す
る
。

伝
世
文
献
に
お
い
て
、
郁
雙
は
「
卿
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
（
「
郁
子
無
基
。
且
先
君
之
嗣
卿
也
。
」
（
『
左
伝
』
成
公
十

三
年
伝
）
、
「
是
先
君
宗
卿
之
嗣
也
。
」
（
『
左
伝
』
成
公
十
四
年
伝
）
）
、

こ
こ
で
は
陳
偉
氏
・
劉
洪
濤
氏
の
説
に
従
っ
た
。

(
4
)
憲
行

原
釈
文
で
は
、
「
士
雹
行
」
を
人
名
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
雹
」
を
「
宛
」
と
隷
定
し
（
上
博
楚
簡

『
細
衣
』
第
六
簡
に
類
似
の
字
あ
り
）
、
「
婉
行
」
（
婉
曲
な
行
い
）

と
す
る
。
劉
洪
濤
氏
は
、
季
旭
昇
氏
の
隷
定
「
宛
」
に
従
い
、
周

鳳
五
氏
が
「
憲
」
と
読
む
の
に
従
っ
て
「
法
」
の
意
で
あ
る
と
す

る
が
、
「
憲
行
」
を
「
模
範
」
の
意
味
と
は
せ
ず
、
「
法
令
に
よ
っ

て
事
を
行
う
こ
と
」
で
あ
る
と
す
る
（
「
乃
発
憲
命
。
」
（
『
穆
天
子

伝
』
巻
二
）
、
「
憲
、
謂
法
令
。
」
（
郭
瑛
注
）
）
。

原
釈
文
の
よ
う
に
人
名
と
す
る
の
は
唐
突
な
解
釈
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
苦
成
家
父
が
行
っ
た
事
柄
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
劉
洪
濤
氏
に
従
っ
て
「
憲
行
」
と
釈
読
し
た
。

(
5
)

正
迅
強

原
釈
文
で
は
、
「
語
強
」
を
地
名
と
す
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。
ま
た
、
「
正
」
は
「
征
」
と
釈

読
す
る
。
た
だ
し
、
原
釈
文
で
は
、
「
征
語
強
」
と
い
う
こ
と
を
行

っ
た
人
物
が
「
士
宮
行
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
本
篇
全
体
の
文
意
と

は
合
わ
な
い
。
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一
方
、
季
旭
昇
氏
は
「
正
」
を
原
字
の
ま
ま
読
み
、
「
正
語
強
」

（
正
し
く
ま
っ
す
ぐ
で
能
力
が
大
変
優
れ
て
い
る
）
と
す
る
。
沈

培
氏
は
、
「
語
」
は
「
訊
」
の
古
字
で
あ
り
、
『
史
謄
盤
』
に
あ
る

「
訊
園
」
の
義
と
近
く
、
「
迅
猛
強
園
」
の
意
と
す
る
。
裳
小
軍
氏

は
、
「
迅
強
」
と
は
、
苦
成
家
父
の
「
正
」
す
対
象
の
人
を
指
す
と

す
る
。
劉
洪
濤
氏
は
、
沈
培
氏
・
裳
小
軍
氏
に
従
っ
て
釈
読
し
、

「
憲
行
正
迅
強
」
と
は
、
姑
成
家
父
が
公
正
無
私
で
あ
り
、
た
と

え
権
勢
が
あ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
彼
ら
の
過
失
を
罰
し
よ
う
と
し

た
た
め
に
腐
公
に
憎
ま
れ
た
、
と
す
る
。
筆
者
は
、
や
は
り
こ
の

箇
所
も
上
文
に
引
き
続
き
苦
成
家
父
が
行
っ
た
事
柄
と
見
な
す
べ

き
で
あ
る
と
考
え
、
異
説
を
汲
み
取
っ
た
形
で
あ
る
劉
洪
濤
氏
の

解
釈
に
従
っ
た
。

(
6
)

百
豫

原
釈
文
は
、
「
百
躁
」
と
隷
定
し
、
「
百
豫
」
と
釈
読
す
る
も
の

の
、
地
名
と
す
る
の
み
で
、
詳
細
は
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。

劉
洪
濤
氏
ら
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。
『
左
伝
』
や
『
国
語
』
の
中

に
は
、
本
篇
の
類
話
が
見
ら
れ
る
が
、
「
百
豫
」
と
い
う
名
称
は
一

切
登
場
し
な
い
。
周
鳳
五
氏
は
、
「
白
秋
」
と
釈
読
し
、
夷
秋
集
団

を
指
す
と
の
見
解
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
の
詳
細
は
、
第
三
章
で

後
述
す
る
。

(
7
)

不
使
反

原
釈
文
で
は
、
「
不
思
返
廷
」
と
釈
読
し
、
「
返
廷
」
を
「
帰
っ

て
朝
廷
で
晋
君
に
告
げ
る
こ
と
」
と
す
る
が
、
そ
れ
で
は
全
体
の

文
意
に
合
わ
な
い
。
沈
培
氏
が
「
思
」
を
「
使
」
と
釈
読
し
（
音

通
）
、
「
不
使
反
」
と
は
、
百
豫
に
反
逆
さ
せ
な
か
っ
た
の
意
で
あ

る
と
す
る
の
に
従
う
。

(
8
)

射
挙
士
処
官

原
釈
文
で
は
、
「
士
仇
培
」
を
人
名
と
し
て
、
「
士
芭
行
」
と
同

じ
く
士
氏
よ
り
出
る
者
と
す
る
が
、
や
や
唐
突
な
解
釈
で
あ
る
。

一
方
、
何
有
祖
氏
は
、
原
釈
文
が
「
廷
」
と
隷
定
し
た
も
の
を

「
射
」
と
釈
読
す
る
。
曹
銀
晶
氏
は
、
原
釈
文
が
「
輿
士
」
と
し

て
い
る
の
を
「
挙
士
」
と
読
む
。
ま
た
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
仇
」
を

「
尻
」
と
隷
定
し
、
「
処
」
と
釈
読
す
る
。
周
鳳
五
氏
は
「
処
官
」

と
す
る
。
劉
洪
濤
氏
は
こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
い
、
姑
成
家
父
が
み

ず
か
ら
賢
士
を
選
抜
し
、
官
職
に
任
用
さ
せ
た
こ
と
を
指
す
と
す

る
。
妥
当
な
理
解
で
あ
ろ
う
。

(
9
)

旦
夕
治
之
、
使
有
君
臣
之
節

原
釈
文
で
は
、
「
思
在
君
」
と
し
、
「
思
」
と
は
願
望
を
表
し
、

「
有
君
」
と
は
腐
公
の
信
任
を
得
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
。
ま
た
、

「
君
」
の
後
に
一
句
が
あ
る
と
す
る
。
原
釈
文
は
、
「
君
」
の
下
に

句
読
符
号
を
示
す
墨
釘
「
Ill

」
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
こ

こ
で
一
旦
区
切
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
沈
培
氏
は
、
「

9
を
誤
写
で
あ
る
と
見
な
し
て
、

〈
1
〉
か
ら
〈
6
〉
に
接
続
す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
。
こ
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れ
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
第
二
章
で
後
述
す
る
。

ま
た
、
劉
洪
濤
氏
は
、
「
旦
夕
」
と
は
、
朝
早
く
起
き
て
夜
遅
く

寝
る
こ
と
を
指
す
と
す
る
。
筆
者
も
「
旦
夕
治
之
、
使
有
君
臣
之

節
」
の
釈
読
で
良
い
と
考
え
る
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
一

日
中
起
居
を
共
に
し
て
百
豫
を
治
め
、
君
臣
の
節
度
を
守
ら
せ
た
、

と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

(10)

三
部
中
立
、
正
上
下
之
過

原
釈
文
で
は
、
「
中
立
」
を
「
忠
位
」
と
釈
読
し
、
そ
の
職
を
忠

実
に
守
る
と
い
う
意
で
あ
る
と
す
る
。
劉
洪
濤
氏
は
周
鳳
五
氏
に

従
い
、
「
忠
位
」
を
「
中
立
」
（
立
場
が
偏
ら
な
い
の
意
）
と
す
る
。

ま
た
、
原
釈
文
で
は
最
後
の
文
字
を
「
謡
」
と
釈
読
す
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
い
。
陳
偉
氏
は
こ
れ
を
「
訛
」
と
釈

読
し
、
劉
洪
濤
氏
は
「
過
」
と
釈
読
す
る
。

こ
こ
で
は
、
三
部
が
中
立
な
立
場
に
あ
っ
て
、
上
下
の
過
失
を

正
し
た
、
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
、
劉
洪

濤
氏
の
釈
読
に
従
っ
た
。

(11)

強
於
公
家

「
公
家
」
と
は
、
公
室
、
諸
侯
の
国
の
こ
と
。
原
釈
文
で
は
、

「
強
於
公
家
」
と
は
、
「
三
部
の
力
量
が
晋
の
腐
公
を
超
過
し
た
」

と
解
釈
す
る
。

一
方
、
陳
偉
氏
は
、
「
強
於
公
家
」
と
は
、
公
家
の
た
め
に
尽
力

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
（
「
労
・
来
・
強
・
事
・
謂
・

翡
よ
彗
、
勤
也
。
」
（
『
爾
雅
』
釈
詰
）
、
「
自
勉
強
者
。
」
（
郭
環
注
）
、

「
強
・
事
・
謂
、
皆
勤
労
之
勤
也
。
」
（
王
引
之
『
経
義
述
聞
』
爾

雅
上
）
）
。
本
篇
全
体
に
お
け
る
三
部
の
姿
勢
か
ら
判
断
し
て
、
「
勤
」

の
意
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

(12)

簗
書
欲
作
難
、
害
三
郁

簗
書
と
は
、
簗
武
子
で
あ
り
、
簗
盾
の
子
。
晋
の
景
公
十
一
年

に
下
軍
の
将
、
十
三
年
に
中
軍
に
将
と
な
り
、
後
に
晋
の
腐
公
の

寵
愛
を
受
け
、
出
師
し
て
秦
や
鄭
を
伐
っ
た
。

劉
洪
濤
氏
は
、
陳
偉
氏
の
「
害
」
（
畏
怖
す
る
、
は
ば
か
る
の
意
。

「
魏
相
田
需
死
、
楚
害
張
儀
、
犀
首
、
膵
公
。
」
（
『
史
記
』
魏
世

家
）
）
の
解
釈
に
従
い
、
さ
ら
に
、
「
害
者
、
患
也
。
言
不
患
人
之

不
己
知
也
。
成
十
五
年
左
伝
、
晋
三
郁
害
伯
宗
、
諧
而
殺
之
。
言

患
伯
宗
之
直
言
、
故
譜
而
殺
之
也
。
又
襄
三
十
一
年
伝
、
斉
子
尾

害
間
邸
嬰
欲
殺
之
。
昭
十
五
年
伝
、
楚
費
無
極
害
朝
呉
之
在
察
也
、

欲
去
之
。
哀
十
五
年
伝
、
荘
公
害
故
政
、
欲
尽
去
之
。
楚
策
、
秦

之
所
害
、
於
天
下
莫
如
楚
。
楚
強
則
秦
弱
、
楚
弱
則
秦
強
。
皆
古

人
謂
患
為
害
之
証
也
。
今
人
猶
謂
患
病
為
害
病
。
」
（
『
経
義
述
聞
』

大
戴
礼
記
上
・
射
行
忠
信
而
心
不
置
仁
義
在
己
而
不
害
不
知
）
を

引
い
て
、
「
害
三
部
」
と
は
「
患
三
郁
」
の
意
で
あ
る
と
し
、
こ
の

句
は
薬
書
が
腐
公
を
殺
そ
う
と
し
て
お
り
、
三
部
が
彼
の
計
画
を

妨
害
す
る
こ
と
を
気
に
し
た
、
と
解
釈
す
る
。
こ
こ
で
の
簗
書
は
、

ま
だ
三
部
に
害
を
及
ぼ
し
て
お
ら
ず
、
三
郁
の
存
在
を
憂
い
て
い
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を
「
患
」
（
う
れ
う
）

た
と
い
う
状
態
で
あ
る
た
め
、

で
解
釈
し
た
。

(13)
何
以
如
是
其
疾
与
哉

原
釈
文
で
は
、
「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
性
急
に
事
を
運
ぶ
の
か
」
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

一
方
、
劉
洪
溝
氏
は
、
「
疾
」
を
努
め
る
の
意
（
「
疾
親
君
而
無

他
分
。
」
（
『
楚
辞
』
九
章
・
惜
誦
）
、
「
疾
、
猶
力
也
。
」
（
朱
喜
~
『
楚

辞
集
注
』
）
）
と
し
、
こ
れ
は
槃
書
が
苦
成
家
父
の
意
志
を
探
ろ
う

と
し
た
も
の
で
、
「
あ
な
た
が
公
家
の
た
め
に
し
て
何
に
な
る
の
か
」

と
言
っ
た
こ
と
を
指
す
（
腐
公
の
た
め
に
尽
力
し
て
も
価
値
が
な

い
と
言
お
う
と
し
て
お
り
、
離
間
さ
せ
よ
う
と
し
て
挑
発
し
た
言

葉
で
あ
る
）
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
簗
書
が
苦
成
家
父
に
対
し
て
、

腐
公
に
仕
え
る
こ
と
の
無
意
味
さ
を
説
い
た
場
面
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
劉
洪
濤
氏
の
解
釈
に
従
っ
た
。

(14)

頗
頷
以
至
於
今
哉

原
釈
文
で
は
、
「
褒
哀
」
は
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
械
袷
」
を
「
頗
頷
」
と
釈
読
し
、
満
足

で
き
な
い
、
成
就
し
な
い
の
意
で
あ
る
と
す
る
（
「
長
頗
頷
亦
何
傷
。
」

（
『
楚
辞
』
離
騒
）
）
。
陳
偉
氏
は
、
「
頗
頷
」
は
ま
た
「
欲
憾
」
に

作
る
と
す
る
（
「
志
欲
憾
而
不
像
分
、
路
幽
昧
而
甚
難
。
」
（
『
楚
辞
』

哀
時
命
）
、
「
像
、
安
。
言
己
心
中
欲
恨
、
意
識
不
安
。
」
（
王
逸
注
）
）
。

こ
れ
ら
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
劉
洪
濤
氏
は
、
『
説
文
解
字
』
で
は

の
意

「
頗
顛
」
に
作
り
（
「
面
頗
顧
児
、
飯
不
飽
面
黄
起
行
也
。
」
）
、

れ
は
志
を
得
な
い
顔
の
意
を
指
す
た
め
、
「
頗
頷
以
至
於
今
哉
」
と

は
、
結
局
「
志
を
得
な
い
で
今
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、

と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
。

(15)

無
道
政
也

原
釈
文
で
は
、
「
無
道
」
と
は
、
荒
淫
に
耽
っ
て
失
政
す
る
こ
と

を
言
う
と
す
る
（
「
至
周
末
世
、
大
為
無
道
、
以
失
天
下
。
」
（
『
漠

書
』
董
仲
舒
伝
）
）
。
ま
た
、
「
正
」
を
「
征
」
と
釈
読
し
、
征
伐

の
意
と
す
る
が
、
文
意
が
不
明
確
で
あ
る
。
劉
洪
濤
氏
は
、
「
正
」

を
「
政
」
と
釈
読
し
、
「
無
道
政
」
と
は
簗
書
が
言
っ
て
い
る
「
腐

公
無
道
」
を
指
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(16)

伐
是
括
適

原
釈
文
や
劉
洪
濤
氏
は
「
伐
尼
逍
造
」
と
隷
定
す
る
も
、
こ
の

句
は
難
解
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
伐
」
を
「
戌
」
、
ま
た
は
「
威
」
の
省

略
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
造
」
は
「
適
」
で
は
な
い
と
す
る
が
、

詳
細
は
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。
陳
偉
氏
は
、
「
伐
是
括
造
」

と
釈
読
す
る
。
「
伐
」
と
は
敗
（
や
ぶ
る
）
の
意
で
あ
り
、
ま
た
「
廃
」

と
も
読
め
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
逍
」
を
「
括
」
と
釈
読
し
、
安
逸
・

安
定
の
意
と
す
る
。
さ
ら
に
、
「
造
」
と
は
閉
塞
•
清
静
の
よ
う
な

も
の
を
指
す
し
、
「
括
」
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し

て
、
そ
の
文
意
は
、
「
正
直
で
あ
っ
た
ら
安
寧
を
得
ら
れ
な
い
」
と
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い
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
周
鳳
五
氏
は
、
「
伐
多
狂
達
」
と
釈
読

し
、
「
伐
多
」
と
は
自
ら
の
戦
功
（
白
秋
平
定
）
を
誇
る
こ
と
、
「
狂

達
」
と
は
国
の
富
貴
を
貪
る
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
本
文
に
お

け
る
苦
成
家
父
は
、
伝
世
文
献
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
ら
を
誇
示

し
た
態
度
を
取
っ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、
筆
者
は
前
後
の
文
脈
か
ら
、
概
ね
陳
偉
氏
に
従
っ
て

「
伐
是
括
適
」
と
釈
読
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
簗
書
が
苦
成
家

父
に
対
し
て
「
腐
公
を
伐
て
ば
心
安
ら
か
に
い
ら
れ
る
」
と
発
言

し
た
も
の
と
解
釈
し
た
い
。

(17)

吾
敢
欲
頗
頷
以
事
世
哉

劉
洪
濤
氏
は
、
こ
の
句
は
「
私
が
ど
う
し
て
志
を
得
な
い
で
事

を
行
っ
て
い
る
の
か
」
（
苦
成
家
父
が
簗
書
に
対
し
て
反
駁
し
た
言

葉
）
と
す
る
。
そ
し
て
、
君
が
無
道
で
あ
っ
て
も
、
自
分
を
厭
っ

て
い
て
も
、
志
を
得
ら
れ
な
く
て
も
、
臣
子
と
し
て
職
分
を
守
り
、

怨
み
言
を
言
お
う
と
は
し
な
い
（
腐
公
を
あ
く
ま
で
支
持
す
る
）
、

と
い
う
こ
と
を
指
す
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
。

(18)
直
立
径
行

原
釈
文
は
、
「
想
立
経
行
」
と
隷
定
す
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。

一
方
、
何
有
祖
氏
は
、
「
想
」
を
「
直
」
と
釈
読
し
、
劉
洪
濤
氏

は
こ
れ
に
従
っ
て
、
「
直
立
」
と
は
臣
下
と
し
て
正
直
で
あ
る
こ
と

を
指
す
と
す
る
（
「
弁
而
不
説
者
、
争
也
。
直
立
而
不
見
知
者
、
勝

也
。
」
子
』
栄
辱
）
、
「
故
妻
必
定
、
子
必
正
、
相
必
直
立
以

聴
、
官
必
中
信
以
敬
。
」
（
『
管
子
』
君
臣
）
）
。
ま
た
、
沈
培
氏
は
、

「
経
行
」
を
「
径
行
」
と
釈
読
し
（
「
有
直
情
而
径
行
者
、
戎
秋
之

道
也
。
」
（
『
礼
記
』
檀
弓
）
）
、
劉
洪
濤
氏
は
こ
れ
に
従
っ
て
、
「
直

立
径
行
」
と
は
、
「
品
性
が
正
直
で
、
行
為
が
端
正
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
。

(19)
雖
不
当
世

原
釈
文
で
は
、
「
態
殊
」
を
「
当
世
」
と
釈
読
す
る
（
「
聖
人
有

明
徳
者
、
若
不
当
世
、
其
後
必
有
達
人
。
」
（
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭

公
七
年
伝
）
、
「
不
当
世
、
謂
不
得
在
位
為
国
君
也
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。

劉
洪
濤
氏
は
、
「
当
世
」
と
は
「
頗
頷
」
と
対
に
な
っ
て
い
て
、
「
志

を
得
て
世
に
当
た
る
」
の
意
味
で
あ
り
、
必
ず
し
も
国
君
を
指
す

の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
腐
公
で
は
な
く
苦
成
家
父

の
こ
と
を
指
す
こ
と
か
ら
、
劉
洪
濤
氏
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(20)
荀
義
、
母
久

原
釈
文
で
は
、
「
以
義
母
久
」
と
釈
読
し
、
金
文
で
は
常
に
「
以
」

を
「
台
」
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
用
亨
台
孝
」
「
用
医

台
喜
」
（
『
王
孫
遣
者
鐘
』
銘
）
）
。
ま
た
、
「
箇
」
は
「
薔
（
旧
）
」

で
あ
り
、
長
久
の
意
と
す
る
（
「
於
乎
小
子
、
告
爾
旧
止
。
」
（
『
詩

経
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
抑
）
、
「
旧
、
久
也
。
」
（
鄭
玄
箋
）
）
。

沈
培
氏
は
、
「
荀
義
、
母
久
」
と
釈
読
し
、
「
荀
義
」
と
は
苦
成

家
父
が
義
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
す
る
。
劉
洪
濤
氏
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は
沈
培
氏
の
説
に
従
っ
て
お
り
、
筆
者
も
文
意
か
ら
妥
当
で
あ
る

と
考
え
る
た
め
、
こ
れ
に
従
う
。

な
お
、
異
説
と
し
て
、
陳
偉
氏
は
、
「
母
久
」
は
下
文
の
「
立
死
」

と
関
連
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
筋
が
通
ら
な
い
た
め
、
「
旧
」
を
「
咎
」

に
し
て
、
「
元
咎
」
と
す
る
。
ま
た
、
「
荀
義
」
と
「
元
咎
」
と
は

繋
げ
て
意
味
を
取
り
が
た
い
の
で
、
「
義
」
を
「
我
」
に
し
て
読
む

と
す
る
（
音
通
。
ま
た
、
郭
店
楚
簡
『
語
叢
一
』
に
「
子
絶
四
」

の
「
母
我
」
を
「
亡
義
」
に
作
る
例
あ
り
）
。

(21)
立
死
何
傷
哉

原
釈
文
は
、
「
駁
」
を
「
傷
」
と
釈
読
し
、
妨
害
の
意
で
あ
る
と

す
る
（
「
子
日
、
何
傷
乎
゜
亦
各
言
其
志
也
。
」
（
『
論
語
』
先
進
）
）
。

劉
洪
濤
氏
は
、
こ
こ
で
は
苦
成
家
父
が
彼
な
り
の
「
志
を
得
る
こ

と
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
し
、
彼
の
行
い
は
全
て
晋
の
未
来

を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
り
、
自
分
は
理
解
さ
れ
ず
、
志
を
得
な
い

ま
ま
死
ん
だ
と
し
て
も
悲
し
ま
な
い
、
と
言
う
こ
と
を
指
す
と
す

る
。
こ
の
劉
洪
濤
氏
の
説
に
従
っ
て
、
「
傷
」
を
「
い
た
む
」
の
意

で
解
釈
し
た
。

(22)

三
郁
家
厚
、
取
主
君
之
衆

原
釈
文
で
は
、
「
｛
斗
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す

る
。
沈
培
氏
は
、
「
｛
卦
」
は
、
第
三
簡
の
「
厚
」
と
い
う
字
と
似
て

い
る
た
め
、
「
厚
」
の
字
で
は
な
い
か
と
す
る
。
劉
洪
濤
氏
は
、
沈

培
氏
に
従
い
、
「
取
主
君
之
衆
」
は
、
下
文
の
「
君
貴
我
授
我
衆
」

と
指
す
と
こ
ろ
が
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。
陳
偉
氏
は
、
「
取
」
を
「
緊
」

と
釈
読
し
、
第
三
簡
で
苦
成
家
父
が
「
君
貴
我
、
授
我
衆
」
と
言

っ
て
い
る
の
で
、
「
取
」
と
は
読
め
な
い
と
す
る
。
筆
者
は
、
「
主

君
之
衆
」
「
我
衆
」
は
い
ず
れ
も
百
豫
集
団
を
指
す
と
考
え
る
た
め
、

「
取
」
と
釈
読
し
た
。
「
衆
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
第
三
章
で
後

述
す
る
。

(23)

長
魚
矯

姓
は
長
魚
、
名
は
矯
（
ま
た
嬌
に
作
る
）
。
晋
の
腐
公
が
寵
愛
し

た
大
夫
。

(24)
郁
綺

三
郁
の
一
人
。
『
左
伝
』
成
公
十
七
年
に
「
駒
伯
」
と
称
し
、
十

三
年
に
ま
た
「
郁
子
」
と
称
し
て
い
る
。
郁
克
の
子
で
、
晋
の
属

公
の
時
に
上
軍
の
将
と
な
っ
た
。

9

9

9

9

9

9

9

-

(25)

以
吾
族
三
郁
与
＿
百
豫
反
於
君

1

9

9

9

9

9

9

9

 

第
三
簡
は
上
端
が
欠
損
し
て
い
る
た
め
、
三

S
四
字
分
の
文
字

が
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
百
豫
反
」
の
三
字
を
補
っ
て
解
釈

し
た
。
そ
の
詳
細
は
、
第
三
章
で
後
述
す
る
。

(26)
幸
則
晋
邦
之
社
稜
可
得
而
事
也

原
釈
文
で
は
、
「
款
」
に
つ
い
て
、
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
し
、

「
成
」
「
就
」
「
果
」
「
済
」
「
獲
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
款
」
は
「
社
」
（
倒
矢
（
「
半
」
）
に
従

い
、
「
犬
」
に
従
う
）
、
つ
ま
り
「
幸
」
の
字
と
す
る
。
季
旭
昇
氏
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の
解
釈
は
文
意
に
も
合
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
従
っ
て
釈
読
し
た
。

(27)

取
免
而
出

原
釈
文
で
は
、
「
尋
字
」
を
「
得
免
」
と
釈
読
す
る
。
「
字
、
生

也
。
」
（
『
広
雅
』
釈
詰
）
、
「
娩
、
生
也
。
」
（
『
広
韻
』
問
韻
）
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
「
字
」
と
「
娩
」
は
同
義
（
生
育
す
る
の
意
）
。
「
字
」

は
ま
た
「
季
」
に
作
る
。
李
零
氏
は
こ
れ
を
「
娩
」
の
初
文
か
或

い
は
古
写
で
あ
る
と
し
て
お
り
（
李
零
『
郭
店
楚
簡
校
読
記
』
、

北
京
大
学
出
版
社
、
二
0
0
二
年
、
六
五
頁
•
一
三
七
頁
）
、
簡
文

で
は
「
免
」
と
作
っ
て
多
用
さ
れ
、
「
免
」
は
「
娩
」
の
本
字
で
あ

る
、
と
す
る
。

一
方
、
何
有
祖
氏
は
、
「
貝
寸
」
を
「
取
」
と
釈
読
し
、
「
取
免
」

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
腐
公
の
手
を
免
れ
て
出
奔
す
る
手
段
を
取

る
こ
と
を
郁
綺
が
提
案
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
取

免
而
出
」
と
釈
読
し
た
。

(28)
諸
侯
畜
我
、
誰
不
以
厚

原
釈
文
で
は
、
「
畜
」
は
、
受
け
入
れ
る
の
意
と
す
る
（
「
右
宰

穀
日
、
不
可
、
獲
罪
於
両
君
、
天
下
誰
畜
之
。
」
（
『
左
伝
』
襄
公

二
十
六
年
伝
）
、
「
畜
、
猶
容
也
。
」
（
杜
預
注
）
）
。
ま
た
、
「
席
」

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
を
待
っ
と
す
る
。
陳
剣
氏
は
、
「
席
」

を
「
厚
」
と
釈
読
し
、
沈
培
氏
は
そ
れ
を
受
け
て
「
諸
侯
畜
我
、

誰
不
以
厚
」
と
は
、
「
諸
侯
が
私
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
の
に
、

誰
が
手
厚
く
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
解
釈
は
文
意
に
合
う
た
め
、
「
厚
」
と
釈
読
し
た
。

(29)
雖
得
免
而
出

原
釈
文
で
は
、
「
難
を
免
れ
て
逃
げ
出
せ
た
と
し
て
も
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
。

(30)

天
下
為
君
者
、
誰
欲
畜
汝
者
哉

原
釈
文
で
は
、
「
佳
」
を
「
惟
」
と
釈
読
し
、
「
天
下
の
君
主
と

は
、
本
当
に
あ
な
た
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
好
む
人
な
の
で
あ
ろ

う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
佳
」

を
「
誰
」
と
釈
読
し
、
「
誰
欲
畜
汝
者
哉
」
と
は
、
「
誰
が
あ
な
た

を
受
け
入
れ
よ
う
（
受
け
入
れ
る
者
は
い
な
い
）
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
と
す
る
。
季
旭
昇
氏
の
解
釈
が
文
意
か
ら
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

(31)

初
、
吾
強
立
治
衆
、
欲
以
長
建
主
君
而
禦
難

原
釈
文
で
は
、
「
強
立
」
と
釈
読
す
る
（
「
九
年
知
類
通
達
、
強

立
而
不
反
、
謂
之
大
成
。
」
（
『
礼
記
』
学
記
）
、
「
強
立
、
臨
事
不

惑
也
。
」
（
鄭
玄
注
）
、
「
強
立
謂
専
強
独
立
、
不
有
疑
滞
。
」
（
孔
穎

達
疏
）
）
。
「
長
」
は
、
久
し
く
遠
い
の
意
（
「
久
遠
也
。
」
（
『
説
文

解
字
』
長
部
）
）
。
「
建
」
は
、
立
て
る
の
意
（
「
建
、
立
也
、
樹
也
、

至
也
。
」
（
『
広
韻
』
願
韻
）
）
。
「
宝
」
は
「
主
」
に
同
じ
（
「
斉
侯

使
高
張
来
唱
公
、
称
主
君
。
」
（
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年
伝
）
、
「
称

昭
公
為
主
君
。
…
…
春
秋
時
卿
大
夫
家
臣
称
卿
大
夫
為
主
為
君
、

今
斉
侯
称
魯
侯
為
主
君
、
故
杜
注
謂
比
公
於
大
夫
、
子
家
子
云
斉

卑
君
、
尤
明
証
。
戦
国
時
有
称
卿
大
夫
為
主
君
者
。
」
（
楊
伯
峻
『
春

(132) 



秋
左
伝
注
』
）
）
。
「
徘
」
は
「
御
」
に
同
じ
。

劉
洪
濤
氏
は
、
「
徒
」
を
「
禦
」
と
釈
読
す
る
が
、
説
明
は
な
く
、

お
そ
ら
く
「
ふ
せ
ぐ
」
の
意
で
解
釈
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
筆

者
は
文
意
に
よ
っ
て
、
「
禦
」
と
釈
読
し
た
。

(
3
2
)
不
厭
於
吾

原
釈
文
で
は
、
「
不
遣
於
吾
」
と
釈
読
し
、
「
逍
」
の
詳
細
は
未

詳
と
し
な
が
ら
、
「
考
え
及
ぶ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
晋
の
腐

公
が
自
分
の
過
去
の
功
労
に
つ
い
て
考
え
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を

指
す
と
す
る
。
ま
た
、
郭
店
楚
簡
『
語
叢
四
』
第
十
九
簡
に
「
舌
」

に
従
い
、
「
月
（
肉
）
」
に
従
う
字
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
原
字
の
右
は
「
舌
」
の
繁
体
字
で
あ
り
、

「
察
」
と
釈
読
で
き
る
と
す
る
（
音
通
）
。
陳
偉
氏
は
、
「
括
」
と

釈
読
し
て
、
「
安
」
の
意
と
す
る
。
周
鳳
五
氏
は
、
「
狂
」
（
な
れ

る
）
と
釈
読
す
る
。
沈
培
氏
は
、
「
逍
」
は
、
左
側
は
『
競
建
内
之
』

第
十
簡
に
見
え
る
「
見
」
あ
る
い
は
「
視
」
に
従
い
、
右
側
は
郭

店
楚
簡
『
老
子
丙
』
第
七
簡
に
見
え
る
字
「
第
」
の
右
半
分
と
同

じ
だ
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
馬
王
堆
吊
書
『
老
子
』
で
は
「
鋸
」

に
作
っ
て
い
る
こ
と
、
郭
店
楚
簡
『
老
子
丙
』
第
七
簡
の
字
の
右

半
分
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
『
競
建
内

之
』
第
十
簡
で
こ
の
字
は
「
厭
」
「
階
」
と
読
ま
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
「
厭
」
（
あ
き
た
る
、
み
ち
る
）
と
釈
読
し
、
「
不
厭
於
吾
」

つ
ま
り
「
不
憬
於
吾
」
（
「
憬
」
も
、
あ
き
た
る
の
意
）
と
し
て
、

「
自
分
に
満
足
し
な
い
」
、
す
な
わ
ち
腐
公
が
自
分
（
こ
こ
で
は
苦

成
家
父
）
に
対
し
て
不
満
に
思
っ
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

苦
成
家
父
の
発
言
全
体
を
考
慮
す
る
と
、
沈
培
氏
の
解
釈
が
最
も

妥
当
で
あ
ろ
う
。

(
3
3
)
吾
母
有
宕
、
正
公
事
、
雖
死
焉
逃
之

原
釈
文
は
、
「
正
」
と
釈
読
し
、
主
持
（
と
り
は
か
ら
う
）
、
治

理
（
お
さ
め
る
）
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
（
「
礼
之
於
正
国
也
。
猶

衡
之
於
軽
重
也
。
」
（
『
礼
記
』
経
解
）
）
。
ま
た
、
「
公
事
」
は
、
朝

廷
の
こ
と
と
す
る
（
「
婦
無
公
事
、
休
其
露
織
。
」
（
『
詩
経
』
大
雅
・

蕩
之
什
．
瞭
昂
）
、
「
公
事
、
朝
廷
之
事
。
」
（
朱
喜
~
『
詩
経
集
伝
』
）
）
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
公
事
」
は
、
そ
の
ま
ま
公
事
・
公
務
の
意

味
で
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
季
旭
昇
氏
は
、
原
釈
文
が
「
唯
」
と
隷
定
し
て
い
る
も

の
を
「
雖
」
と
釈
読
し
て
お
り
、
こ
れ
は
文
意
か
ら
も
妥
当
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
祠
健
聰
氏
は
、
「
も
」
を
「
施
」
と
釈
読
し
、
「
私

は
施
し
を
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。

(
3
4
)
苦
成
家
父
則
寧
百
豫

劉
洪
濤
氏
は
、
「
寧
」
は
安
定
の
意
と
し
（
「
及
寧
、
王
欲
殺
之
。
」

（
『
左
伝
』
定
公
五
年
伝
）
、
「
寧
、
安
定
也
。
」
（
杜
預
注
）
）
、
苦

成
家
父
が
百
豫
を
遂
に
安
定
さ
せ
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

筆
者
は
、
「
百
豫
」
を
地
名
で
は
な
く
、
夷
秋
集
団
で
あ
る
と
考

え
る
た
め
、
こ
こ
で
の
「
寧
」
は
、
落
ち
着
か
せ
る
、
な
だ
め
る
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の
意
と
し
て
解
釈
し
た
。

(
3
5
)
不
使
従
己

i

位
於
廷

原
釈
文
で
は
、
「
不
思
従
」
と
し
、
は
語
気
助
詞
と
す
る

（
「
無
思
不
服
。
」
（
『
詩
経
』
大
雅
・
文
王
之
什
・
文
王
有
声
）
）
。

季
旭
昇
氏
は
、
「
思
」
を
「
斯
」
と
釈
読
し
、
「
不
斯
従
」
と
は
、

郁
綺
の
建
議
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

沈
培
氏
は
、
李
朝
遠
氏
・
季
旭
昇
氏
の
説
に
従
う
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
、
第
九
簡
と
続
け
て
読
ん
で
、
「
不
使
従
己
泄
於
廷
」
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
郁
綺
に
三
郁
と
百
豫
と
で
朝
廷
に
行
く
よ
う
に

さ
せ
な
か
っ
た
（
苦
成
家
父
が
一
人
で
朝
廷
に
行
っ
た
）
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
す
る
。
陳
偉
氏
は
、
「
従
」
は
、
和
順
•
安
定
の
意

味
で
あ
る
と
し
（
「
昭
子
即
位
、
朝
其
家
衆
。
日
、
竪
牛
禍
叔
孫
氏
、

使
乱
大
従
。
」
（
『
左
伝
』
昭
公
五
年
伝
）
、
「
使
乱
大
和
順
之
道
也
。
」

（
『
経
典
釈
文
』
服
虔
の
引
用
）
、
「
従
、
順
也
。
謂
其
乱
重
要
之

順
道
也
。
」
（
楊
伯
峻
『
春
秋
左
伝
注
』
）
）
、
自
分
の
朝
廷
の
地
位

を
安
定
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
を
考
え
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
す
る
。

劉
洪
濤
氏
は
、
苦
成
家
父
が
誰
を
従
え
た
の
か
は
は
っ
き
り
わ
か

ら
な
い
が
、
お
そ
ら
く
「
三
部
の
族
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

筆
者
は
、
沈
培
氏
に
従
っ
て
、
「
不
使
従
己
泄
於
廷
」
と
釈
読
す

る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
筆
者
は
、
「
百
豫
」
を
夷
秋
集
団

を
指
す
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
苦
成
家
父
が
従
わ
せ
な
か

っ
た
人
物
は
、
集
団
を
指
す
と
解
釈
す
る
。
す
な
わ
ち
苦

成
家
父
は
、
百
豫
集
団
を
率
い
て
反
逆
す
る
道
を
選
ば
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
で
後
述
す
る
。

(
3
6
)
長
魚
矯
帯
自
公
所

原
釈
文
で
は
、
「
槻
」
を
「
冊
」
と
釈
読
し
、
「
策
」
（
計
画
、

謀
略
）
で
あ
る
と
す
る
。
「
公
所
」
と
は
官
府
の
こ
と
。

周
鳳
五
氏
は
、
「
嬰
」
を
「
帯
」
と
し
、
劉
洪
濤
氏
は
こ
れ
に
従

う
。
「
帯
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
「
還
」
（
ゆ
く
）
と
読
め
る
こ

と
に
よ
り
（
「
逓
、
往
也
。
」
（
『
玉
篇
』
）
）
、
「
ゆ
く
」
と
読
む
。

(
3
7
)
拘
人
於
百
豫
以
入
、
囚
之
。

原
釈
文
で
は
、
「
敏
」
「
糾
」
は
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
「
糾
」
（
集

め
る
、
集
ま
る
）
と
釈
読
す
る
。
ま
た
、
「
孫
」
は
「
由
」
と
同
じ

で
、
過
去
を
指
す
と
す
る
（
西
周
の
金
文
の
中
に
「
謡
」
を
用
い

て
、
「
過
去
」
あ
る
い
は
「
以
前
」
の
意
味
と
す
る
も
の
が
あ
る
）
。

一
方
、
陳
剣
氏
は
、
「
敏
」
を
「
拘
」
と
釈
読
す
る
。
ま
た
、
「
謡
」

の
字
を
「
囚
」
の
字
に
読
む
例
は
、
郭
店
楚
簡
『
窮
達
以
時
』
「
管

夷
吾
孫
（
囚
）
束
縛
」
第
六
簡
）
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

長
魚
矯
が
人
を
百
豫
か
ら
集
め
た
と
は
考
え
が
た
く
、
三
郁
と
強

い
繋
が
り
が
あ
っ
た
百
豫
の
人
々
を
捕
ら
え
て
監
禁
し
た
場
面
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
陳
剣
氏
の
解
釈
に
従
っ
た
。

(
3
8
)
苦
成
家
父
捕
長
魚
矯
‘
桔
諸
廷
、
与
其
妻
、
与
其
母
。

原
釈
文
で
は
、
「
専
」
を
「
捕
」
と
釈
読
す
る
。
ま
た
、
こ
の
箇

所
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
『
左
伝
』
成
公
十
七
年
伝
の
「
郁
魃
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与
長
魚
矯
争
田
、
執
而
楷
之
、
与
其
父
母
妻
子
同
一
棘
。
」
を
指
摘

し
て
い
る
。

(39)

公
恨
、
無
告
、
告
庫
門
大
夫
日

原
釈
文
で
は
、
「
公
恩
」
を
人
名
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
陳
剣

氏
は
、
「
恩
」
を
「
恨
」
と
釈
読
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
公
恩
」
と

い
う
人
物
が
唐
突
に
登
場
す
る
と
は
考
え
が
た
く
、
腐
公
が
苦
成

家
父
に
対
し
て
怒
り
を
露
わ
に
し
た
場
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

た
め
、
陳
剣
氏
の
解
釈
に
従
っ
た
。

ま
た
、
原
釈
文
で
は
「
強
門
大
夫
」
と
釈
読
し
、
「
強
門
」
と
は

カ
の
強
い
大
き
な
一
族
を
、
「
大
夫
」
は
晋
国
の
卿
以
下
の
臣
下
、

晋
童
・
夷
陽
五
の
類
い
を
指
す
と
す
る
。
一
方
、
陳
剣
氏
は
、
「
強

門
」
と
は
、
腐
公
の
宮
中
の
門
の
名
で
あ
っ
て
、
「
強
門
大
夫
」
は

そ
の
門
を
つ
か
さ
ど
る
人
物
で
あ
る
と
す
る
。
周
鳳
五
氏
は
、
「
強
」

と
「
庫
」
と
が
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
「
庫
門
」
と
釈
読
す
る
（
「
掌

守
王
宮
之
中
門
之
禁
。
」
（
『
周
礼
』
天
官
・
閣
人
）
、
「
中
門
於
外

内
為
中
、
若
今
宮
閣
門
。
鄭
司
農
云
、
有
五
門
、
外
日
閣
門
、
ニ

日
雉
門
、
三
日
庫
門
、
四
日
応
門
、
五
日
路
門
。
」
（
鄭
玄
注
）
）
。

こ
こ
で
の
「
強
門
大
夫
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
確
定
し
が
た
い

が
、
本
文
に
「
内
庫
之
囚
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
庫
門
大
夫
」
と

釈
読
し
、
「
腐
公
は
怒
っ
た
が
、
直
接
命
令
す
る
者
が
側
に
い
な
い

な
か
っ
た
の
で
、
庫
門
大
夫
（
門
番
）
に
命
令
し
た
」
と
解
釈
し

て
お
き
た
い
。

ま
た
、
原
文
は
「
告
―
―
強
―
―
門
―
―
夫
ー
ー
」
と
な
っ
て
お
り
、
原

釈
文
で
は
「
告
、
強
門
大
夫
、
強
門
大
夫
」
と
釈
読
し
て
、
「
夫
―
-
」

を
「
合
文
的
重
文
」
と
見
な
し
て
い
る
。
一
方
、
沈
培
氏
や
周
鳳

五
氏
は
、
「
強
」
と
「
門
」
の
下
の
重
文
記
号
は
術
文
で
あ
る
と
し
、

ま
た
、
「
夫
＝
」
は
合
文
で
は
あ
る
が
、
重
文
と
は
見
な
し
て
い
な

い
。
筆
者
も
こ
れ
に
従
っ
て
釈
読
し
た
。

(40)
免
而
予
之
兵

原
釈
文
で
は
、
「
の
」
を
「
云
」
と
す
る
が
、
今
後
の
研
究
を
待

っ
と
す
る
。
ま
た
、
「
余
」
を
「
除
」
と
釈
読
す
る
。
そ
の
例
と
し

て
、
郭
店
楚
簡
『
成
之
聞
之
』
第
三
十
六
簡
に
「
則
先
者
念
」
の

「
念
」
を
「
除
」
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
（
劉
釧
『
郭
店
楚
簡

校
釈
』
、
福
建
人
民
出
版
社
、
二

0
0
三
年
、
一
四
三
頁
）
、
ま
た

「
四
月
為
余
」
（
『
爾
雅
』
釈
天
）
、
「
四
月
為
除
」
（
『
詩
経
』
小
雅
・

谷
風
之
什
•
小
明
、
鄭
玄
箋
）
と
い
う
例
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。
そ
し
て
、
「
余
之
兵
」
は
「
除
之
兵
」
、
つ
ま
り
武
器
を
引
き

渡
す
こ
と
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
釈
読
す
る
と
、
「
云
」

と
共
に
意
味
が
通
ら
な
い
。

一
方
、
季
旭
昇
氏
は
、
「
の
」
を
「
回
」
の
古
字
と
し
て
、
「
園
」

と
釈
読
し
（
「
園
、
守
也
。
」
（
『
説
文
解
字
』
口
部
）
）
、
周
鳳
五
氏

は
、
「
回
」
を
「
免
」
と
釈
読
し
て
（
音
通
）
、
赦
免
の
意
と
す
る
。

ま
た
、
陳
剣
氏
は
、
「
余
」
を
「
予
」
と
読
む
。

こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
説
を
合
わ
せ
て
「
免
而
予
之
兵
」
と
釈
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読
し
、
腐
公
が
庫
門
大
夫
に
、
「
内
庫
の
囚
人
を
釈
放
し
、
赦
免
し

て
彼
ら
（
内
庫
の
囚
人
）
に
武
器
を
与
え
よ
」
と
命
じ
た
場
面
で

あ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

(41)
賊
三
郁

原
釈
文
で
は
、
「
賊
」
と
読
み
、
古
代
で
は
人
身
を
傷
つ
け
る
罪

を
「
賊
」
、
財
産
を
盗
む
こ
と
罪
を
「
盗
」
と
言
い
、
こ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
不
正
な
手
段
を
用
い
て
襲
撃
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
説

く
。
ま
た
、
伝
世
文
献
に
は
、
「
壬
午
、
詈
童
・
夷
羊
五
帥
甲
八
百

将
攻
郁
氏
、
長
魚
矯
請
無
用
衆
、
公
使
清
沸
魃
助
之
。
抽
文
結
托
、

而
偽
訟
者
。
三
部
将
謀
於
樹
、
矯
以
文
殺
駒
伯
・
苦
成
叔
於
其
位
。

温
季
日
、
逃
威
也
。
遂
趨
。
矯
及
諸
其
車
、
以
文
殺
之
。
皆
戸
諸

朝
。
」
（
『
左
伝
』
成
公
十
七
年
伝
）
、
「
乃
使
長
魚
矯
殺
郁
雙
•
郁

綺
•
郁
至
干
朝
而
陳
其
戸
。
」
（
『
呂
氏
春
秋
』
侍
君
覧
．
睛
恣
）

と
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

(42)

郁
至

三
郁
の
一
人
。
景
公
の
時
、
温
大
夫
で
あ
っ
た
の
で
、
温
季
と

い
う
。
那
陵
の
戦
の
時
、
功
績
が
あ
っ
た
。
『
左
伝
』
成
公
十
七
年

伝
に
は
、
郁
綺
が
属
公
を
伐
つ
こ
と
を
提
案
し
た
際
に
、
反
対
し

た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

(43)

不
用
其
衆

原
釈
文
で
は
、
軍
を
興
し
た
り
、
民
衆
を
動
か
さ
な
い
と
い
う

こ
と
で
、
『
左
伝
』
成
公
十
七
年
伝
に
「
将
攻
郁
氏
、
長
魚
矯
請
無

用
衆
。
」
と
あ
る
よ
う
な
こ
と
を
指
す
と
し
、
「
不
用
其
衆
」
と
は

「
請
無
用
衆
」
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
。

一
方
、
陳
剣
氏
は
、
「
其
衆
」
と
は
三
部
の
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

劉
洪
濤
氏
も
陳
剣
説
に
従
い
、
こ
こ
で
は
、
三
郁
が
武
力
を
用
い

ず
に
君
主
に
対
抗
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
死
に
直
面
し

て
も
臣
下
の
節
度
を
保
持
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
篇
に
幾
度
か
登
場
す
る
「
衆
」
を
整
合
的
に
理
解

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
百
豫
集
団
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
の
詳
細
は
、
第
三
章
で
後
述
す
る
。

二
、
竹
簡
排
列
案
の
検
討

次
に
、
竹
簡
排
列
案
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
原
釈
文
担

当
者
の
李
朝
遠
氏
に
よ
る
竹
簡
排
列
案
と
、
沈
培
氏
に
よ
る
再
排

列
案
と
を
掲
げ
る
。

は
、
原
釈
文
の
排
列
案

、r`
ノ▲、/ヽ
rヽ
rヽ
/‘

な
お
、

と
沈
培
氏
の
再
排
列
案
と
が
対
応
す
る
箇
所
を
指
す
。
＋
は
竹
簡

の
連
続
、
…
は
竹
簡
の
不
連
続
を
示
す
。

•
原
釈
文〈1

〉
…
〈
2

〉
…
〈
3

〉
+
〈
4

〉
+

丹
T
a
!乃
唸
翌
…
〈
9

〉
+
〈
lC
〉

•
沈
培
氏
の
再
排
列
案

〈

5

〉…
7
針

T
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竹
簡
形
制
上
、
こ
の
よ
う
に
復
原
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、

ま
た
『
姑
成
家
父
』
は
一
簡
あ
た
り
五
十

S
六
十
字
で
あ
る
た
め
、

文
字
数
の
面
か
ら
も
可
能
で
あ
る
。

次
に
、
各
簡
の
ポ
イ
ン
ト
を
見
て
い
き
た
い
。

〈
1
〉
に
つ
い
て
は
、
語
注

(
9
)

に
て
指
摘
し
た
通
り
、
原

釈
文
は
「
君
」
の
下
に
墨
釘
「
璽
」
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、

こ
こ
で
一
旦
区
切
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
沈
培
氏
は
、
「

9

を
誤
写
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
季
旭
昇
氏
が
『
季
庚
子

問
於
孔
子
』
第
十
三
簡
に
あ
る
「
由
丘
Ill

観
之
」
を
誤
写
だ
と
見

な
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
沈
培
氏
は
ま
た
、
「
専
有
名
詞
」

一l
0.4 
cm 

21 
cm 

9

9

9

9

9

9

9

9

9

J

 

〈
1
〉

+

6
〉

+

7
〉

+
-
C
8
+
〈
2
〉
-
＋
〈
3
〉

．．
 

＋

ー

訂

＋

叶

＋

〈

9
〉
＋
〈
lC
〉ー

ま
ず
、
竹
簡
の
形
制
面
か
ら
見
て
み
る
と
、
李
朝
遠
氏
が
バ
ラ

バ
ラ
に
排
列
し
て
い
る
〈
8
〉〈
2
〉
を
、
沈
培
氏
は
同
一
簡
と
見

な
し
て
い
る
。
〈
8
〉
は
、
下
端
が
残
欠
し
、
簡
長
は
二
十
四
．
ニ

cm
、
字
数
は
三
十
字
。
〈
2
〉
は
、
上
端
が
残
欠
し
、
簡
長
は
十
三
．

八

cm
、
字
数
は
十
七
字
。
図
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

m1 ゜.c 
ー

2
1
c
m
?
 

↑
9

9

9

9

9

9

9

9

」

―

二

簡

長

約

44cm

（
固
有
名
詞
）
を
提
示
す
る
た
め
の
符
号
で
あ
る
可
能
性
を
も
指

摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
沈
培
氏
は
、
〈
1
〉
か
ら
〈
6
〉
に
接
続

す
る
べ
き
で
あ
る
と
提
案
す
る
。

〈
2
〉
に
つ
い
て
は
、
李
朝
遠
氏
は
、
〈
1
〉
・
〈
3
〉
と
は
直

接
連
続
し
な
い
と
す
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
郁
綺

が
何
か
を
聞
い
て
苦
成
家
父
に
告
げ
て
い
る
が
、
具
体
的
に
何
を

聞
い
た
の
か
が
不
明
な
ま
ま
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
再
排
列
案

で
は
、
〈
2
〉
と
〈
3
〉
と
を
連
続
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

郁
鏑
と
苦
成
家
父
と
の
問
答
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
部
銃
は
、
『
左
伝
』
に
描
か
れ

て
い
る
人
物
像
と
も
合
致
す
る
。

〈3
〉
¥
〈
5
〉
に
つ
い
て
は
、
原
釈
文
の
よ
う
に
、
〈
2
〉
と

連
続
し
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
苦
成
家
父
が
問
答
し
て
い
る

相
手
が
不
確
定
に
な
る
。
ま
た
、
何
故
亡
命
す
る
案
が
出
た
の
か
、

属
公
に
憎
ま
れ
て
い
た
か
ら
に
し
て
も
、
そ
こ
ま
で
思
い
詰
め
る

に
至
っ
た
原
因
が
あ
る
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
排
列
で
あ
る
と
、
場
面
設
定
が
不
明
確
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
再
排
列
案
で
は
、
〈
2
〉
¥
〈
5
〉
の
前
に
〈
6
〉

S
〈
8
〉
を
排
列
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
郁
綺
が
亡
命
を
考
え
る

に
至
っ
た
経
緯
•
原
因
が
明
か
ら
に
な
る
。

〈6
〉

S
〈
8
〉
に
つ
い
て
は
、
再
排
列
案
の
よ
う
に
、
〈
1
〉

と
〈
6
〉
と
を
つ
な
げ
て
、
「
使
有
君
臣
之
節
」

(
A
)

と
す
る
な
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ら
ば
、
君
に
は
臣
に
は
臣
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
節
」
が
あ
る
、

と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
『
姑
成
家
父
』
で
は
、
し
ば
し
ば
君

と
臣
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
特
に
苦
成
家
父
は
君
主
と

臣
下
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
わ
き
ま
え
て
い
る
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
た
め
、
文
意
は
合
致
す
る
。
ま
た
、
〈
6
〉
¥
〈
8
〉
を
〈
3
〉

S

〈5
〉
の
前
に
持
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
腐
公
の
命
令
で

長
魚
矯
が
攻
め
て
く
る
こ
と
を
郁
綺
が
聞
き
つ
け
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
郁
綺
が
亡
命
を
考
え
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
も
明
確
に

な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
〈
5
〉
↓
〈
9
〉
「
不
使
従
己
痘
於
廷
」

(
B
)
と
い
う
接
合
も
、
文
脈
上
、
不
自
然
で
は
な
い
。

〈9
〉
〈
1
0
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
末
尾
簡
と
す
る
の
は
、

原
釈
文
・
再
排
列
案
、
両
者
と
も
一
致
す
る
。
内
容
面
か
ら
も
竹

簡
形
制
面
(
〈
1
0
〉
に
墨
鉤
「
人
」
＋
留
白
）
か
ら
も
妥
当
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
ま
ず
、
原
釈
文
は
〈
1
〉
の
最

後
の
一
字
に
「
君

9
と
墨
釘
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
こ

こ
で
一
旦
区
切
っ
て
い
る
が
、
沈
培
氏
の
再
排
列
案
の
よ
う
に
、

こ
れ
を
誤
写
（
ま
た
は
意
図
的
に
固
有
名
詞
に
付
け
た
も
の
）
と

見
な
し
て
、
〈
6
〉
に
つ
な
げ
て
「
君
臣
之
節
」
と
す
る
方
が
、
よ

り
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
再
排
列
案
に
従
う
と
、

場
面
設
定
や
、
問
答
の
相
手
と
そ
の
内
容
、
三
郁
滅
亡
ま
で
の
経

緯
が
明
確
に
な
る
。
よ
っ
て
、
竹
簡
の
排
列
に
つ
い
て
は
、
沈
培

氏
の
再
排
列
案
に
従
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
再
排
列
案
で
も
な
お
解
決
し
な
い
問
題

が
二
点
残
さ
れ
て
い
る
。
―
つ
は
、
本
篇
に
お
い
て
重
要
な
位
置

を
占
め
る
「
百
豫
」
の
意
味
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
、
第
三
簡
上

端
の
欠
損
部
分
（
約
三

S
四
字
分
）
に
ど
の
よ
う
な
文
言
を
補
う

か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
今
一
度
、
全
体
の
概
要

を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
苦
成
家
父
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

次
に
、
無
道
な
腐
公
と
、
実
直
な
苦
成
家
父
の
姿
が
描
か
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
苦
成
家
父
が
具
体
的
に
行
っ
た
事
柄
が
挙
げ
ら
れ
、

腐
公
に
虐
げ
ら
れ
た
た
め
に
反
逆
し
よ
う
と
し
て
い
た
百
豫
を
、

苦
成
家
父
が
治
め
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
苦
成
家
父
に
対
し
て
、
簗
書
は

共
に
腐
公
を
伐
つ
こ
と
を
提
案
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
苦
成
家
父

が
出
し
た
答
え
は
、
簗
書
の
提
案
に
は
同
意
せ
ず
、
あ
く
ま
で
臣

下
と
し
て
腐
公
に
仕
え
る
道
を
選
ぶ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
簗
書
は
、
ま
ず
苦
成
家
父
を
陥
れ
る
た
め
に
属
公
に
證

言
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
腐
公
は
、
長
魚
矯
に
三
部
を
殺
す
よ
う
に

命
令
す
る
。
そ
の
こ
と
を
聞
き
つ
け
た
郁
綺
は
苦
成
家
父
に
対
し

て
、
腐
公
に
反
逆
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
が
、
苦
成
家
父
は
や
は

＿
、
「
百
豫
」
に
つ
い
て
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り
臣
下
と
し
て
の
立
場
を
貫
く
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
長
魚
矯
が
百
豫
の
人
々
を
捕
ら
え
る
と

い
う
行
動
を
起
こ
し
た
た
め
、
苦
成
家
父
は
長
魚
矯
を
捕
ら
え
る
。

そ
こ
で
腐
公
は
庫
門
大
夫
に
命
じ
て
、
長
魚
矯
を
釈
放
し
、
つ
い

に
三
部
は
殺
さ
れ
る
。
三
部
が
滅
ん
だ
後
、
公
家
は
衰
え
、
簗
書

は
贋
公
を
殺
害
す
る
。

こ
の
よ
う
な
本
文
理
解
に
お
い
て
、
是
非
と
も
解
決
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
百
豫
」
の
意
味
で
あ
る
。
原
釈
文
や

劉
洪
濤
氏
ら
は
「
百
豫
」
を
地
名
と
す
る
の
み
で
、
そ
の
詳
細
は

未
詳
と
す
る
。
一
方
、
周
鳳
五
氏
は
、
「
百
豫
」
を
「
白
秋
」
と
釈

読
し
て
い
る
。
こ
の
周
鳳
五
氏
の
理
解
は
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
「
百
豫
」
に
つ
い
て
、
今
一
度
検
討
し
て
み

た
い
。『

姑
成
家
父
』
本
文
に
は
、
「
腐
公
無
道
に
し
て
、
百
豫
を
虐

ぐ
」
、
「
百
豫
之
に
反
か
ん
と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
腐
公
に
と

っ
て
百
豫
は
気
に
入
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
百
豫
に
は

反
逆
の
意
志
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
百
豫
は

地
名
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
く
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
人
々
、
集

団
を
指
す
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
反
逆
の
意
志
が
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
兵
力
を
持
っ
た
部
隊
を
形
成
で
き
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
周
鳳
五
氏
の
言
う
よ
う
に
「
百
豫
」

と
は
「
白
秋
」
す
な
わ
ち
夷
秋
集
団
を
指
す
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

春
秋
時
代
、
晋
と
秋
と
は
、
深
い
関
係
に
あ
っ
た
（
注
1
)
。
例
え

ば
、
献
公
（
在
位
、
前
六
七
六

S
前
六
五
一
年
）
・
文
公
（
在
位
、

前
六
三
六

S
前
六
二
八
年
）
の
時
代
、
晋
は
諸
侯
国
で
は
な
い
戎
．

秋
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
ま
た
、
晋
の
周
辺
に
は
、
戎
・

秋
を
は
じ
め
と
す
る
非
晋
諸
勢
力
が
取
り
囲
む
よ
う
に
散
在
し
て

い
た
と
さ
れ
、
戎
•
秋
の
居
地
は
晋
の
中
心
部
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ

て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
注
2
)
0

伝
世
文
献
上
に
は
、
晋
と
関
係
す
る
事
柄
に
し
ば
し
ば
「
白
秋
」

の
名
称
が
見
え
る
。

晋
人
敗
秋
干
箕
。
（
『
左
伝
』
偕
公
三
十
三
年
経
）

秋
伐
晋
、
及
箕
。
八
月
戊
子
、
晋
侯
敗
秋
干
箕
、
部
跛
獲
白

秋
子
。
（
『
左
伝
』
偕
公
三
十
三
年
経
）

白
秋
、
秋
別
種
也
。
故
西
河
郡
有
白
部
胡
。
（
杜
預
注
）

春
、
白
秋
及
晋
平
。
夏
会
晋
伐
秦
。
（
『
左
伝
』
宣
公
八
年
伝
）

秦
人
・
白
秋
伐
晋
。
（
『
左
伝
』
成
公
九
年
経
）

「
白
秋
」
は
、
映
北
に
居
住
し
、
秦
．
晋
と
い
う
大
国
の
間
に

挟
ま
れ
、
あ
る
時
に
は
晋
を
助
け
て
秦
を
攻
撃
し
、
あ
る
時
に
は

秦
を
助
け
て
晋
を
攻
撃
す
る
と
い
う
微
妙
な
立
場
に
あ
っ
た
（
注
3
)
0
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
献
公
・
文
公
以
外
に
は
、
属
公
に
至
る

ま
で
の
君
主
中
に
秋
と
の
婚
姻
関
係
を
持
っ
た
人
物
を
文
献
上
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
注
4
)
。
腐
公
（
在

位
、
前
五
八

O
S
前
五
七
三
年
）
の
時
代
に
、
「
白
秋
」
と
の
関
係

が
見
ら
れ
る
記
述
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

我
寡
君
是
以
有
令
狐
之
会
。
又
不
祥
、
背
弁
盟
誓
。
白
秋

及
君
同
州
。
君
之
仇
讐
、
而
我
之
昏
姻
也
。
君
来
賜
命
日
、

吾
与
女
伐
秋
。
寡
君
不
敢
顧
昏
姻
、
畏
君
之
威
、
而
受
命
干

吏
。
君
有
二
心
於
秋
、
日
、
晋
将
伐
女
。
秋
応
且
憎
、
是
用

告
我
。
（
『
左
伝
』
成
公
十
三
年
伝
）

こ
れ
は
、
腐
公
が
呂
相
を
遣
わ
し
て
秦
と
絶
交
さ
せ
た
際
の
言

い
分
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
白
秋
」
と
秦
と
は
同

じ
州
に
住
ん
で
お
り
、
秦
と
仇
同
士
で
あ
る
が
、
晋
と
婚
姻
関
係

に
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
腐
公
自

身
が
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
記
述
は
見

ら
れ
ず
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
腐
公
が
「
白

秋
」
と
婚
姻
関
係
を
結
ん
で
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
の
一

つ
が
「
白
秋
」
を
蔑
視
し
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
は
可
能

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
属
公
が
百
豫
に
対
し
て
、

『
姑
成
家
父
』
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
態
度
を
取
っ
た
こ
と
も

納
得
で
き
る
。

ま
た
、
「
百
」
と
「
白
」
と
は
音
通
関
係
に
あ
り
（
注
5
)
‘
さ
ら
に

周
鳳
五
氏
は
、
「
豫
」
と
「
秋
」
も
音
通
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
（
注
6
)
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
「
百
豫
」
を
「
白
秋
」
と
釈

読
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
（
注
7
)
0

こ
の
よ
う
に
、
「
百
豫
」
を
晋
の
王
宮
近
く
に
い
た
夷
秋
集
団
「
白

秋
」
と
考
え
る
と
、
本
文
中
に
お
け
る
「
衆
」
に
つ
い
て
も
統
一

的
な
理
解
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
本
文
に

見
ら
れ
る
「
主
君
の
衆
を
取
り
て
」
「
我
が
衆
を
授
け
て
」
「
吾

強
立
し
て
衆
を
治
め
」
「
其
の
衆
を
用
い
ず
」
の
「
衆
」
と
は
、
百

豫
の
集
団
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
三
部
は
腐
公
か
ら
百
豫
の
衆
人
を
授
け
ら
れ

て
お
り
、
お
そ
ら
く
百
豫
を
有
力
な
軍
事
力
と
し
て
抱
え
る
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
旦
夕
之
を
治
め
」
と
あ
る
よ
う
に
、

昼
夜
を
共
に
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
た
め
、
三
郁
と
百
豫
と
は
単

な
る
身
分
関
係
か
ら
発
展
し
て
、
心
情
的
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
理
解
は
、
第
三
簡
欠
損
部
分
を
ど
の
よ
う
に

補
う
か
に
つ
い
て
も
重
要
な
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
文
は
、
第
二
簡
か
ら
第
三
簡
に
か
け
て
「
以
吾
族
三
郁
与
□
口

□
於
君
」
と
い
う
繋
が
り
で
あ
る
が
、
第
三
簡
は
上
端
が
残
欠
し

て
い
る
た
め
、
三

S
四
字
分
が
不
明
で
あ
る
。
こ
の
欠
損
部
分
に
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関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
文
字
の
補
足
を
提
案
し
た
も
の
が
ほ
と

ん
ど
な
く
、
唯
一
、
周
鳳
五
氏
が
「
白
秋
従
」
と
提
示
し
て
い
る

の
み
で
あ
る
（
注
8
)
。
で
は
、
こ
の
欠
損
部
分
に
入
れ
る
に
ふ
さ
わ

し
い
文
言
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
箇
所
は
、
郁
綺
が
腐
公
に
反
逆
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
場
面
で
あ
り
、
本
文
に
は
「
与
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
郁
と

共
に
反
逆
す
る
部
隊
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

本
文
中
に
登
場
す
る
三
郁
以
外
の
人
物
を
見
て
み
る
と
、
腐
公
・

百
豫
．
槃
書
•
長
魚
矯
•
庫
門
大
夫
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、

属
公
と
、
三
郁
討
伐
を
廣
公
か
ら
命
じ
ら
れ
た
長
魚
矯
や
庫
門
大

夫
は
、
当
然
除
外
さ
れ
る
。
簗
書
に
つ
い
て
は
、
苦
成
家
父
に
対

し
て
一
緒
に
属
公
を
討
つ
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
可
能
性
の
一
っ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
も
そ

も
簗
書
が
三
郁
を
陥
れ
る
た
め
に
腐
公
に
酸
言
し
た
こ
と
が
事
の

発
端
で
あ
る
た
め
、
そ
の
可
能
性
は
極
め
て
低
い
。
ま
た
、
本
文

中
に
出
て
こ
な
か
っ
た
人
物
や
集
団
で
あ
る
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
人
物
が
こ
こ
で
唐
突
に
登
場
す
る
と
は
考

え
が
た
い
。
さ
ら
に
、
腐
公
に
反
逆
す
る
た
め
に
は
そ
れ
な
り
の

軍
事
力
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
一
個
人
で
は
な
く
、
軍

事
力
を
持
っ
た
集
団
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
従
っ
て
、
三
郁
の

協
力
者
と
な
り
得
た
人
物
は
、
夷
秋
集
団
で
あ
る
「
百
豫
」
と
考

え
ら
れ
る
。
「
百
豫
」
が
属
公
に
よ
っ
て
虐
げ
ら
れ
た
こ
と
や
、
廣

公
に
反
逆
で
き
る
軍
事
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
も
考
慮
す
れ
ば
、

や
は
り
「
百
豫
」
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
推
理
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
周
鳳
五
氏
が
「
白
秋
」
を
補
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
同
意
で
き
る
。
し
か
し
、
「
従
」
を
補
う
こ
と
に
つ
い
て
は
問

題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
以
吾
族
三
郁
与
白
秋
従
於
君
」
と
す
る

と
、
郁
綺
が
白
秋
と
共
に
属
公
に
「
従
」
う
こ
と
を
提
案
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
、
文
意
が
全
く
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
後
の
郁
綺
の
発
言
内
容
を
見
て
も
、
郁
綺
が
属
公
に
反
逆
す

る
意
志
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
腐
公
に
「
従
」

う
こ
と
を
提
言
し
た
と
は
考
え
が
た
い
（
注
9
)
0

よ
っ
て
、
筆
者
は
、
「
以
吾
族
三
部
与
百
豫
反
於
君
（
吾
が
族

三
郁
と
百
豫
と
を
以
て
君
に
反
か
ん
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
欠
損
部

分
に
は
「
百
豫
反
」
の
三
字
を
補
う
べ
き
で
あ
る
と
提
言
し
た
い
。

ま
た
、
こ
れ
に
伴
っ
て
、
苦
成
家
父
が
「
百
豫
を
寧
ん
じ
」
た
と

い
う
記
述
は
、
腐
公
に
背
く
意
志
を
持
ち
続
け
て
い
た
百
豫
を
苦

成
家
父
が
落
ち
着
か
せ
た
、
と
解
釈
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
姑
成
家
父
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
百
豫
」

は
、
晋
の
王
宮
か
ら
近
い
場
所
に
い
た
夷
秋
集
団
、
か
つ
腐
公
の

直
属
で
は
な
く
三
郁
と
い
う
家
臣
が
抱
え
て
い
た
軍
事
力
の
一
っ

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
読
み
進
め
る
と
、

「
百
豫
」
集
団
の
性
質
が
明
確
に
わ
か
り
、
第
三
簡
欠
損
部
分
に

つ
い
て
も
重
要
な
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
沈
培
氏
の
再
排
列
案
に
従
っ
て
『
姑
成
家
父
』
の
釈
読

を
試
み
、
特
に
読
解
の
際
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
「
百
豫
」
と
、
第

三
簡
の
欠
損
部
分
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
。
な
お
、
『
姑
成
家
父
』

は
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
左
伝
』
『
国
語
』

に
類
話
が
見
え
、
こ
れ
ら
伝
世
文
献
と
の
比
較
・
検
討
を
通
し
て

『
姑
成
家
父
』
の
文
献
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
別
稿
に
お
い
て
論
ず
る
こ
と
と
し
た

、。し(
1
)

「
秋
」
に
つ
い
て
は
、
小
倉
芳
彦
『
中
国
政
治
思
想
研
究
』
（
青
木

書
店
、
一
九
七
0
年
）
、
田
中
柚
美
子
「
晋
と
戎
•
秋
ー
献
公
の
婚
姻

関
係
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
七
十
六
巻
第
三
号
、

一
九
七
五
年
）
、
田
中
柚
美
子
「
晋
を
め
ぐ
る
秋
に
つ
い
て
」
（
『
中
国

古
代
史
研
究
』
第
四
、
中
国
古
代
史
研
究
会
、
雄
山
閣
出
版
株
式
会

社
、
一
九
七
六
年
）
、
渡
追
英
幸
「
春
秋
時
代
の
「
戎
」
に
つ
い
て
」

（
『
集
刊
東
洋
学
』
第
八
十
三
号
、
二

0
0
0年
）
等
参
照
。

(
2
)

田
中
氏
前
掲
書
「
晋
を
め
ぐ
る
秋
に
つ
い
て
」
、
四
八
頁
。

注
お
わ
り
に

(
3
)

周
鳳
五
氏
、
及
び
田
中
氏
前
掲
書
「
晋
を
め
ぐ
る
秋
に
つ
い
て
」
、

二
六
三
頁
参
照
。

(
4
)

田
中
氏
前
掲
書
「
晋
を
め
ぐ
る
秋
に
つ
い
て
」
、
二
五
四
頁
。

(
5
)
葉
同
鋲
『
上
古
音
絢
表
稿
』
（
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
出
版
、

一
九
四
四
年
、
一
六
五
頁
）
に
お
い
て
、
「
百
」
「
白
」
の
音
通
関
係

が
確
認
で
き
る
。

(
6
)
周
鳳
五
氏
は
、
「
豫
、
古
音
餘
紐
魚
部
。
秋
、
定
紐
錫
部
。
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

(
7
)
な
お
、
地
域
は
異
な
る
が
、
少
数
民
族
の
呼
称
と
し
て
「
百
越
」
「
百

瘍
」
「
百
旗
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
た
め
、
「
百
豫
」
も
そ
う
し
た

異
民
族
の
呼
称
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

(
8
)

沈
培
氏
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
郁
綺
が
郁
鱚
に
、
三
郁
と
百
豫

と
を
率
い
て
朝
廷
に
行
っ
て
贋
公
を
伐
つ
こ
と
を
勧
め
た
、
と
い
う

文
脈
で
あ
る
と
推
測
と
す
る
。
た
だ
し
、
具
体
的
に
文
字
を
補
っ
て

は
お
ら
ず
、
ま
た
沈
培
氏
が
百
豫
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
る
の
か

は
不
明
で
あ
る
。

(
9
)

な
お
、
周
鳳
五
氏
は
、
「
白
秋
従
」
の
三
字
を
補
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
の
詳
細
を
明
記
し
て
い
な
い
。

【
参
考
文
献
】

・
周
鳳
五
「
上
博
五
〈
姑
成
家
父
〉
重
編
新
釈
」
（
「
中
国
簡
吊
学
国
際
論

壇
2
0

0

 
6
」
学
術
研
討
会
論
文
、
武
漢
大
学
、
二

0
0六
年
十
一
月
）
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•
簡
吊
網
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
）
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
b
s
m
.
o
r
g
.
c
n
/
 

・
季
旭
昇
「
上
博
五
梱
謡
（
上
）
」
「
上
博
五
晩
議
（
下
）
」
（
二

0
0
六

年
二
月
十
八
日
）

•
何
有
祖
「
〈
季
庚
子
問
於
孔
子
〉
与
〈
姑
成
家
父
〉
試
読
」
（
二

0
0

六
年
二
月
十
九
日
）

•
陳
剣
「
〈
上
博
（
五
）
〉
零
罰
両
則
」
（
二0
0
六
年
二
月
二
十
一
日
）

•
沈
培
「
上
博
簡
《
姑
成
家
父
》
一
個
編
聯
組
位
置
的
調
整
」
（
二

o
o

六
年
二
月
二
十
二
日
）
、
「
関
於
”
抄
写
者
誤
加
，
句
読
符
号
’
”
的
更

正
意
見
」
（
二

0
0六
年
二
月
二
十
五
日
）

•
蘇
建
洲
「
〈
上
博
（
五
）
楚
竹
書
〉
補
説
」
（
二
0
0
六
年
二
月
二
十

三
日
）
、
「
〈
上
博
（
五
）
〉
束
釈
（
二
）
」
（
簡
吊
網
、
二

0
0
六
年
二
月

二
十
八
日
）
、
「
〈
上
博
（
五
）
・
姑
成
家
父
〉
簡
3

”
殺
”
字
考
釈
」
（
ニ

0
0
六
年
三
月
三
十
日
）

•
陳
偉
「
上
博
五
〈
姑
成
家
父
〉
零
釈
」
（
二0
0
六
年
二
月
二
十
四
日
）
、

「
〈
苦
成
家
父
〉
通
釈
」
（
二

0
0
六
年
二
月
二
十
六
日
）
、
「
ぶ
古
成

家
父
”
小
考
」
（
二

0
0六
年
五
月
十
八
日
）

•
郭
永
乗
「
〈
苦
成
家
父
〉
末
両
簡
文
義
試
説
」
（
二
0
0
六
年
二
月
二

十
四
日
）
、
「
説
〈
姑
成
家
父
〉
簡

3
的
”
取
免
”
」
（
二

0
0
六
年
四

月
十
九
日
）

•
高
佑
仁
「
〈
姑
成
家
父
〉
別
記
一
則
」
（
二0
0
六
年
二
月
二
十
四
日
）

．
祠
健
聰
「
上
博
楚
簡
（
五
）
零
筒
（
二
）
」
（
二

0
0
六
年
二
月
二
十

六
日
）

•
楊
澤
生
「
〈
上
博
五
〉
零
釈
十
二
則
」
（
二
0
0
六
年
三
月
二
十
日
）

•
張
富
海
「
上
博
簡
五
釈
詞
両
則
」
（
二
0
0
六
年
五
月
十
日
）

．
癖
聖
中
「
上
博
竹
書
（
五
）
別
記
三
則
」
（
二

0
0六
年
五
月
十
七
日
）

・
裳
小
軍
「
〈
苦
成
家
父
〉
補
説
」
（
二

0
0六
年
六
月
十
二
日
）

．
曹
銀
晶
「
上
博
竹
書
〈
姑
成
家
父
〉
「
射
与
士
処
」
小
考
」
（
二

0
0

七
年
三
月
七
日
）

•
劉
洪
濤
「
上
博
竹
書
《
姑
成
家
父
》
重
読
」
（
二
0
0
七
年
三
月
二
十

七
日
）

本
稿
の
執
筆
に
先
立
ち
、
筆
者
は
二

0
0
七
年
十
月
六

S
八
日
に
行
わ

れ
た
戦
国
楚
簡
研
究
会
第
三
十
四
回
研
究
会
（
於
名
古
屋
会
厳
室
）
に
て

『
姑
成
家
父
』
に
関
す
る
発
表
を
行
っ
た
。
そ
の
際
に
、
浅
野
裕
一
先
生

（
東
北
大
学
大
学
院
環
境
科
学
研
究
科
教
授
）
、
湯
浅
邦
弘
先
生
（
大
阪
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
、
福
田
哲
之
先
生
（
島
根
大
学
教
育
学
部
教

授
）
、
竹
田
健
二
先
生
（
島
根
大
学
教
育
学
部
教
授
）
、
菅
本
大
二
先
生
（
梅

花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
教
授
）
よ
り
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
特
に
浅

野
先
生
か
ら
は
周
鳳
五
氏
の
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
中
国
簡
吊
学
国

際
論
壇
2
0

0

 6」
学
術
研
討
会
論
文
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

本
稿
は
、
そ
の
折
の
発
表
原
稿
に
修
正
を
加
え
、
定
稿
と
し
た
も
の
で

あ
る
。

（
附
記
）
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